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『
伝
法
宝
紀
』

の
精
神

は
じ
め
に

中
国
禅
の
特
徴
の
一
つ
に
、
師
か
ら
弟
子
へ
の
継
承
関
係
を
重
視

す
る
こ
と
、
歴
代
各
派
に
わ
た
っ
て
、
そ
の
師
資
相
承
の
系
譜
を
記

す
書
物
(
以
下
、
「
灯
史
」
と
呼
ぶ
)
を
製
作
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
匹
。

故
に
、
こ
れ
ら
の
灯
史
を
通
し
て
中
国
禅
の
一
側
面
を
窺
う
こ
と
は
、

禅
思
想
研
究
に
お
け
る
確
か
な
道
筋
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
法
を
伝
え
る
と
は
、
久
遠
の
過
去
か
ら
永
劫
の
来
来
ま

で
、
仏
の
教
え
が
寸
分
違
わ
ぬ
形
で
行
わ
れ
る
と
と
だ
ろ
う
か
、
そ

れ
と
も
、
時
代
や
土
地
や
人
聞
が
変
わ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
教
化
レ

ヴ
ェ
ル
で
は
何
ら
か
の
変
遷
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
師
資

相
承
の
系
諸
を
ま
と
め
た
書
物
に
は
、
叙
述
の
型
式
、
内
容
に
ど
の

よ
う
な
配
慮
を
為
す
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
疑
問
を
抱
え
つ
つ
各
種
灯
史
を
結
い
て
い
る
と
、
達
摩

よ
り
神
秀
に
至
る
七
代
の
相
承
を
記
し
た
『
伝
法
宝
紀
』
が
自
に
付

粛

藤

鼻回
日

寛

く
。
こ
の
灯
史
は
、
七
代
の
伝
記
を
述
べ
る
主
部
の
前
後
に
長
文
の

「
序
」
と
「
論
」
を
附
す
の
が
特
徴
で
あ
る
。
そ
し
て
、
撰
者
杜
胞
は

そ
こ
に
自
身
の
禅
思
想
理
解
や
仏
教
史
観
を
述
べ
、
ま
た
書
物
の
体

例
を
も
示
し
て
い
る
。
拙
稿
は
、
冒
頭
に
述
べ
た
如
き
問
題
を
念
頭

に
置
き
な
が
ら
『
伝
法
宝
紀
』
を
読
み
、
師
資
相
承
や
灯
史
に
関
す

る
杜
拙
の
見
解
に
検
討
を
加
え
る
も
の
で
あ
る
。

本
論
に
先
だ
っ
て
、
該
書
に
関
す
る
先
学
の
研
究
を
振
り
返
る
。

ま
ず
、
柳
田
聖
山
氏
に
、
『
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
第
二
章
第
三

節
「
『
伝
法
宝
紀
』
の
成
立
こ
が
あ
る
。
と
こ
で
の
氏
の
関
心
は
、
本

書
の
作
者
や
成
立
年
代
を
考
証
す
る
こ
と
の
他
に
は
、
法
如
を
六
祖

に
立
て
る
祖
統
説
の
特
異
性
や
、
『
法
如
禅
師
行
状
』
、
『
続
高
僧
伝
』

と
い
っ
た
先
行
文
献
と
の
関
係
を
通
し
て
、
灯
史
の
系
譜
に
お
け
る

「
伝
法
宝
紀
」
の
位
置
づ
け
を
明
ら
か
に
す
る
ζ

と
に
在
り
、
「
序
」
や

「
論
」
に
示
さ
れ
た
杜
拙
の
思
想
ゃ
、
そ
れ
と
伝
記
部
分
と
の
関
係
に

つ
い
て
、
『
伝
法
宝
紀
』
自
身
の
論
理
に
沿
っ
て
詳
細
に
検
討
す
る
と



こ
ろ
に
は
な
い
。
た
だ
し
、
「
『
伝
法
宝
紀
』
の
拐
伽
思
想
は
、
宗
通

の
立
場
、
つ
ま
り
不
立
文
字
・
教
外
別
伝
的
な
も
の
と
し
て
、
自
ら

に
課
し
た
新
し
い
伝
統
で
あ
っ
た
」
(
五
二
頁
)
と
い
う
指
摘
は
、
言

語
に
対
す
る
こ
の
書
の
態
度
と
し
て
、
今
の
場
合
に
も
重
要
で
あ
る
。

ま
た
、
椎
名
宏
雄
氏
の
「
北
宗
灯
史
の
成
立
」
(
『
講
座
敦
埠
8

敦

煙
仏
典
と
禅
』
大
東
出
版
社
、
一
九
八

O
)
は
、
「
伝
法
宝
紀
』
の
作

者
や
内
容
の
梗
概
を
簡
潔
に
紹
介
し
、
思
想
的
特
徴
と
し
て
『
携
伽

経
』
伝
授
説
の
扱
い
や
『
達
摩
論
』
批
判
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
が
、

そ
れ
ら
は
当
時
の
「
あ
た
ら
し
い
禅
思
想
」
(
六
三
頁
)
と
い
う
視
点

か
ら
理
解
さ
れ
、
『
伝
法
宝
紀
』
自
体
の
論
理
に
寄
り
添
っ
た
理
解
で

は
な
い
。

目
を
近
年
の
中
国
に
転
ず
る
。
杜
継
文
・
貌
道
儒
氏
『
中
国
禅
宗

通
史
』
(
江
蘇
古
籍
出
版
社
、
一
九
九
二
一
)
は
、
第
二
章
第
四
節
「
弘

船
舶
忍
門
徒
之
一
寓
山
禅
系
」
の
中
で
『
伝
法
宝
紀
』
に
関
説
す
る
。
本

情
書
で
特
筆
す
べ
き
は
、
『
伝
法
宝
紀
」
は
禅
宗
の
史
伝
を
製
作
す
る
際

榊
の
原
則
を
提
出
し
て
い
る
と
し
て
、
「
序
」
中
の
神
異
に
関
す
る
一
文

の
を
紹
介
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
(
八
八
頁
)
。
こ
れ
は
、
新
し
く
か
っ

削
生
産
的
な
視
点
の
提
供
で
は
あ
る
が
、
杜
脳
が
挙
げ
る
叙
述
の
方
針

組
は
こ
れ
の
み
で
は
な
い
し
、
後
述
の
よ
う
に
、
こ
こ
に
引
か
れ
た
「
序
」

陥
の
文
の
理
解
も
誤
っ
て
い
る
。

次
に
、
楊
曽
文
氏
は
『
唐
五
代
禅
宗
史
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、

一
九
九
九
)
第
四
章
第
三
節
「
早
期
禅
宗
史
書
《
拐
伽
師
資
記
》
和
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《
伝
法
宝
紀
》
」
で
該
書
を
論
じ
て
い
る
。
氏
は
、
作
者
と
成
立
年
代

に
関
し
て
綿
密
で
穏
当
な
紹
介
と
考
察
を
行
っ
て
い
る
が
、
書
物
の

中
身
に
つ
い
て
は
、
そ
の
組
統
説
の
独
自
性
と
、
直
観
・
頓
悟
を
重

ん
じ
、
経
論
を
軽
ん
ず
る
禅
風
と
の
こ
つ
を
特
徴
と
し
て
挙
げ
る
に

と
ど
ま
り
、
や
は
り
『
伝
法
宝
紀
』
一
書
全
体
の
論
理
を
詳
述
す
る

も
の
で
は
な
い
。

要
す
る
に
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
祖
統
説
の
形
成
や
先
行
す
る
伝

記
資
料
の
継
承
関
係
か
ら
『
伝
法
宝
紀
』
を
検
討
し
、
そ
れ
と
法
如

神
秀
を
顕
彰
す
る
教
団
と
の
関
連
を
考
え
る
こ
と
に
重
点
を
置
い

て
い
る
。
だ
が
、
『
伝
法
宝
紀
』
独
自
の
論
理
と
し
て
、
悟
り
や
伝
法

に
つ
い
て
の
見
解
や
、
得
道
者
の
伝
記
の
類
型
、
ま
た
仏
教
の
歴
史

的
変
遷
に
つ
い
て
の
見
解
が
ど
う
関
連
し
て
い
る
か
、
そ
れ
ら
を
杜

脳
は
ど
の
よ
う
に
記
述
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
、
な
ど
、
統
一
的
に

把
握
す
る
試
み
は
未
だ
な
さ
れ
て
来
な
か
っ
問
。

拙
稿
で
は
、
ま
ず
第
一
章
で
本
書
の
撰
者
社
脳
に
つ
い
て
考
え
る
。

第
二
章
で
は
、
序
文
に
お
い
て
作
者
自
ら
が
明
ら
か
に
し
た
、
『
伝
法

宝
紀
』
一
書
の
構
成
と
叙
述
方
針
に
つ
い
て
考
察
し
、
続
く
第
三
章

で
、
そ
れ
を
実
際
の
伝
記
部
分
に
つ
い
て
見
る
。
最
後
に
第
四
章
で

は
、
杜
脳
の
仏
教
思
想
理
解
と
、
そ
の
仏
教
史
観
と
の
関
わ
り
に
つ

い
て
検
討
す
る
。
以
っ
て
、
社
脳
が
彼
の
思
想
を
灯
史
と
い
う
型
式

の
書
物
に
い
か
に
結
実
さ
せ
た
か
、
曲
一
か
の
理
解
を
得
た
い
。
よ
り

具
体
的
に
言
え
ば
、
一
つ
自
に
彼
の
仏
教
思
想
と
仏
教
史
観
、
二
つ



。
自
に
彼
が
呈
示
し
た
灯
史
と
い
う
書
物
の
叙
述
法
、
乙
の
二
つ
を
相

互
に
関
連
さ
せ
つ
つ
明
ら
か
に
す
る
の
が
目
標
で
あ
る
。

さ
て
、
『
伝
法
宝
紀
』
の
テ
ク
ス
ト
と
し
て
は
、
現
在
三
種
の
敦
燈

文
献
が
知
ら
れ
る
。
即
ち
、
巻
首
よ
り
達
摩
伝
の
途
中
ま
で
を
残
す

ベ
リ
オ
(
以
下
、
「

p
」
)
二
六
三
四
、
完
本
の
P
三
五
五
九
、
弘
忍

伝
後
半
と
法
如
伝
前
半
を
存
す
る
P
三
八
五
八
で
あ
る
。
拙
稿
で
は
、

柳
田
聖
山
氏
『
禅
の
語
録
2

初
期
の
禅
史
I
』
(
筑
摩
書
房
、
一
九

七
一
)
所
収
の
校
訂
本
を
底
本
と
し
て
使
用
し
、
引
用
に
は
同
書
の

ペ
ー
ジ
数
を
付
し
た
。
た
だ
し
、
以
下
に
挙
げ
る
写
真
版
及
び
校
訂

本
を
も
読
解
の
参
考
に
す
る
。
ま
ず
、
黄
永
武
氏
主
編
『
敦
燈
宝
蔵
』

(
新
文
豊
出
版
公
司
)
に
収
め
ら
れ
た
ベ
リ
オ
文
書
の
写
真
。
次
に
、

大
正
新
修
大
蔵
経
第
八
五
冊
所
収
の
、

p
二
六
三
四
の
翻
刻
。
最
後

に
、
楊
曽
文
氏
『
敦
撞
新
本
六
祖
壇
経
』
(
上
海
古
籍
出
版
社
、
一
九

九
三
)
所
収
の
校
本
で
あ
る
。

ま
た
、
該
書
の
成
立
年
代
に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
『
敦
煙
新
本

六
祖
壇
経
』
は
従
来
の
研
究
を
継
承
・
批
判
し
つ
つ
、
神
秀
条
に
「
容

宗
」
の
名
が
見
え
る
が
、
「
容
宗
」
な
る
廟
号
は
彼
の
崩
じ
た
関
元
四

(
七
一
六
)
年
に
誼
ら
れ
た
こ
と
、
開
元
二
十
(
七
一
ニ
二
)
年
の
宗
論

の
記
録
と
考
え
ら
れ
る
『
菩
提
逮
摩
南
宗
定
是
非
論
』
の
中
に
、
「
今

『
法
宝
紀
』
を
編
集
し
、
さ
ら
に
如
禅
師
を
立
て
て
第
六
代
と
し
て
い

る
(
今
修
《
法
宝
紀
》
、
又
立
如
禅
師
為
第
六
代
)
」
と
の
語
が
見
え

る
こ
と
か
ら
、
本
書
の
成
立
を
七
一
六
年
か
ら
七
三
二
年
の
間
と
す

る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
閲
元
四
(
七
一
六
)
年
ま
で
に
成
立
し
た
『
拐

伽
師
資
記
』
に
腫
を
接
し
て
出
現
し
た
、
現
存
第
二
番
目
の
禅
宗
灯

史
で
あ
る
。一

、
社
脳
と
い
う
人
物

『
伝
法
宝
紀
』
は
巻
首
に
お
い
て
、
「
京
兆
社
拙
字
方
明
撰
」
と
そ

の
撰
者
を
記
す
。
彼
に
関
し
て
は
、
既
に
先
学
に
よ
っ
て
二
つ
の
事

実
が
洗
い
出
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
神
秀
に
嗣
い
だ
義
福
の
碑

文
、
厳
挺
之
撰
『
大
唐
故
大
智
禅
師
碑
銘
井
序
』
に
、
法
如
、
神
秀

を
訪
ね
る
前
の
義
福
が
「
都
福
先
寺
に
於
い
て
脳
法
師
に
師
事
」
し

た
と
あ
る
こ
と
。
二
つ
目
は
、
円
仁
の
『
日
本
国
承
和
五
年
入
唐
求

法
目
録
』
『
慈
覚
大
師
在
唐
送
進
録
』
『
入
唐
新
求
聖
教
目
録
』
に
、
「
社

脳
」
の
著
と
し
て
「
南
岳
思
禅
師
法
門
伝
」
が
著
録
さ
れ
る
こ
と
。
こ

れ
は
、
最
も
詳
し
い
『
在
唐
送
進
録
』
で
言
え
ば
、
「
南
岳
恩
禅
師
法

門
伝
一
帖
[
上
下
。
清
信
弟
子
衛
尉
丞
社
拙
撰
]
」
(
大
正
蔵
五
五
、
一

O
七
七
下
)
と
あ
る
も
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
ら
の
人
物
と
『
伝
法
宝
紀
』
の
撰
者
は
同
一
人
物
か
。

ま
ず
「
脳
法
師
」
だ
が
、
穴
山
孝
道
氏
は
こ
れ
を
同
一
人
物
ら
し
い

と
は
、
柳
田
氏
も
、
『
伝
法
宝
紀
』
の
撰
述
は
、
義
福
が
当
時
既
に
還

俗
し
て
い
た
か
つ
て
の
師
「
刷
法
師
」

(
H
「
杜
拙
」
)
に
依
頼
し
た
も

の
と
推
定
す
る
。
だ
が
楊
氏
は
、
現
時
点
で
は
結
論
を
出
せ
な
い
と



し
て
い
る
。
さ
て
、
『
伝
法
宝
紀
』
の
後
論
末
尾
に
は
、
「
昔
嘗
て
知

音
の
者
有
り
て
、
此
の
伝
記
を
修
め
し
む
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
「
知
音
」
と
は
、
義
福
や
普
寂
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
彼
ら
は
共
に
、
初
め
法
如
に
師
事
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ

の
遷
化
を
聞
い
て
神
秀
に
投
じ
た
と
い
う
経
歴
を
持
ち
(
義
福
碑
銘
、

及
び
李
箇
『
大
照
禅
師
塔
銘
』
)
、
本
書
は
法
如
を
六
祖
、
神
秀
を
七

祖
に
立
て
て
い
る
か
ら
。

し
か
し
、
そ
の
義
福
が
師
事
し
た
「
脳
法
師
」
が
そ
の
ま
ま
杜
脳

か
と
言
え
ば
、
疑
問
も
持
た
れ
る
。
「
大
智
禅
師
碑
銘
』
は
義
福
と
「
拙

法
師
」
に
つ
い
て
、
「
〔
義
福
は
〕
ま
た
、
洛
陽
福
先
寺
で
脳
法
師
に

師
事
し
、
広
く
大
乗
の
経
論
を
学
び
、
義
理
を
分
析
し
て
多
く
筋
道

立
っ
た
理
解
を
得
た
が
、
ま
だ
奥
義
に
至
っ
て
は
い
な
い
、
深
く
経

典
の
奥
に
隠
さ
れ
た
真
理
を
求
め
よ
う
、
と
考
え
た
(
又
於
都
福
先

船
寺
、
師
事
脳
法
師
、
広
習
大
乗
経
論
、
区
折
理
義
、
多
所
通
括
、
以

細
川
為
未
お
極
、
深
求
典
奥
)
」
(
『
全
唐
文
』
巻
二
八

O
)
と
言
う
。
今
ま

榊
ず
自
に
付
く
の
は
、
「
法
師
」
と
い
う
呼
び
名
。
こ
の
碑
文
は
、
義
福

の
自
身
や
神
秀
は
「
禅
師
」
と
呼
び
、
こ
れ
ら
の
呼
称
を
使
い
分
け
て

削
い
る
。
す
る
と
、
脳
法
師
は
神
秀
や
義
福
と
は
性
絡
を
異
に
す
る
よ

拙
う
だ
。
実
際
、
彼
の
下
で
の
修
行
は
経
論
の
研
究
は
か
り
で
、
義
福

陥
は
そ
れ
に
満
足
せ
ず
に
法
如
の
元
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
ん
な
嘗

て
の
師
に
、
言
わ
ば
師
を
見
限
っ
て
就
い
た
新
た
な
師
た
ち
の
伝
記

E

製
作
を
依
頼
す
る
も
の
か
ど
う
か
、
疑
問
で
あ
る
。
「
碑
銘
』
の
記
述

を
真
に
受
げ
る
限
り
、
「
拙
法
師
」
と
「
杜
脳
」
の
関
係
は
不
明
と
判

断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
「
論
」
の
中
で
「
夫
れ
五
口
も
亦
た
素
此

の
学
な
ら
ず
、
業
も
其
の
流
に
非
ず
」
と
雪
一
同
う
の
は
、
彼
が
一
度
も

出
家
し
た
こ
と
の
な
い
証
と
も
読
め
る
。
少
な
く
と
も
本
書
執
筆
時
、

彼
が
在
家
だ
っ
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
『
南
岳
思
禅
師
法
門
伝
』
の
著
者
、
「
清
信
弟
子
衛
尉
丞
社

脳
」
に
つ
い
て
。
柳
田
氏
は
同
一
人
物
と
し
、
楊
氏
は
こ
ち
ら
に
も

慎
重
な
態
度
を
取
る
が
、
姓
名
共
に
一
致
し
、
他
に
疑
う
べ
き
要
素

も
無
い
の
で
、
同
一
人
と
み
て
よ
か
ろ
う
。
今
言
え
る
の
は
、
ま
ず
、

『
伝
法
宝
紀
』
が
出
家
僧
な
ら
ぬ
士
大
夫
に
よ
る
仏
書
だ
と
い
う
こ

と
。
次
に
、
天
台
智
顕
の
師
・
南
岳
慧
思
の
伝
記
ら
し
き
も
の
を
書

い
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
社
拙
は
伝
記
製
作
を
得
意
と
し
た
人
物

で
あ
ろ
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
、
作
者
に
つ
い
て
簡
単
に
見
た
。
現
時
点
で
は
、
本
書
の
作

者
社
脳
に
つ
い
て
確
実
な
こ
と
は
、
円
仁
の
将
来
日
録
の
記
述
く
ら

い
な
も
の
で
あ
る
。
推
論
を
言
え
ば
、
『
南
宗
定
是
非
論
』
に
、
普
寂

が
「
今
『
法
宝
紀
』
を
修
め
、
又
た
如
禅
師
を
立
て
て
第
六
代
と
為

す
」
と
あ
る
の
が
事
実
な
ら
、
普
寂
の
依
頼
で
書
か
れ
た
も
の
だ
ろ

う
。
と
も
あ
れ
以
下
の
論
述
で
は
、
士
大
夫
の
撰
で
あ
る
こ
と
、
社

拙
が
伝
記
製
作
を
得
意
と
し
た
ら
し
き
と
と
、
の
二
点
に
気
を
配
り

な
が
ら
本
文
を
読
む
こ
と
に
す
る
。
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二
、
「
伝
法
宝
紀
』
の
構
想

『
伝
法
宝
紀
』
に
は
序
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
杜
脳
の
禅
思
想
理
解
と
、

そ
の
見
解
に
裏
付
け
ら
れ
た
、
伝
記
編
纂
へ
の
意
見
と
が
窺
え
る
。
こ

こ
で
は
、
こ
の
序
文
を
通
し
て
、
杜
脳
の
考
え
る
師
資
相
承
の
意
義

や
、
灯
史
と
い
う
書
物
の
あ
り
方
を
検
討
す
る
。

(
l
)

書
名
に
つ
い
て

が
、
そ
の
前
に
、
『
伝
法
宝
紀
』
と
い
う
書
名
自
体
に
つ
い
て
考
え

た
い
。
ま
ず
と
の
題
目
は
、
こ
の
書
物
が
特
定
の
学
派
や
経
典
で
な

い
「
法
宝
」
の
全
体
の
伝
承
を
記
録
す
る
と
い
う
意
識
が
現
れ
て
い

る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
唐
代
以
前
の
著
述
に
目
を
向
げ
れ
ば
、
『
付
法
蔵

因
縁
伝
』
は
特
定
の
学
派
で
は
な
い
「
正
法
」
「
正
教
」
の
伝
承
を
記

し
(
大
正
蔵
五

O
、
二
九
七
中
)
、
「
薩
婆
多
部
相
承
伝
』
は
律
蔵
五

部
の
う
ち
、
薩
婆
多
部
の
「
師
宗
の
相
承
」
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。

『
伝
法
宝
紀
』
は
『
付
法
蔵
伝
』
と
発
想
を
同
じ
く
し
て
い
る
の
だ
。

た
だ
し
後
述
の
よ
う
に
、
『
伝
法
宝
紀
』
が
天
竺
の
師
承
に
言
及
す
る

際
に
利
用
す
る
の
は
、
底
山
慧
遠
の
「
禅
経
序
』
で
あ
っ
て
『
付
法

蔵
伝
』
で
は
な
い
。
よ
っ
て
、
本
書
が
直
接
的
に
『
付
法
蔵
伝
』
を

意
識
し
て
い
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

次
に
、
「
紀
」
に
つ
い
て
。
柳
田
氏
は
、
こ
の
「
紀
」
は
史
書
の
本

紀
と
同
様
の
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
(
『
初
期
の
禅
史
I
』一一一二

八
頁
)
、
傾
聴
す
べ
き
指
摘
で
あ
る
。
「
紀
」
と
は
「
君
上
を
書
し
て

国
統
を
顕
か
に
す
」
る
も
の
と
言
う
「
史
通
』
本
紀
篇
の
言
葉
を
参

考
に
す
れ
ば
、
「
伝
法
宝
紀
』
と
は
、
一
代
一
人
の
祖
師
に
つ
い
て
記

録
す
る
こ
と
で
、
法
宝
の
伝
統
を
顕
わ
し
、
仏
法
の
隆
替
を
記
す
蓄

の
謂
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
『
伝
法
宝
紀
』
と
は
、
『
薩
婆
多
部
相
承
伝
』
や
『
傍
伽
師

資
記
』
の
如
き
あ
る
学
派
や
経
典
伝
授
者
の
由
来
の
記
録
で
は
な
y
¥

唯
一
の
法
宝
を
全
体
と
し
て
継
承
し
た
と
自
認
す
る
人
々
と
、
彼
ら

の
伝
法
の
あ
り
さ
ま
の
記
録
、
と
い
う
意
で
あ
る
。

(
2
)

序
文
に
見
え
る
灯
史
の
構
想

で
は
、
序
文
そ
の
も
の
を
見
る
。
こ
の
序
は
次
の
よ
う
に
始
ま
る
。

我
が
真
実
の
法
身
は
、
法
身
仏
の
得
る
所
で
あ
り
、
諸
々
の

化
身
仏
が
言
説
で
も
っ
て
文
字
の
上
に
伝
え
た
も
の
を
離
れ
て

い
る
。
そ
う
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
真
如
の
門
は
、
つ
ま
り

は
悟
れ
る
心
が
自
ら
覚
す
る
こ
と
で
伝
え
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る

(
我
真
実
法
身
、
法
仏
所
ノ
得
、
隣
諸
化
仏
言
説
伝
乎
文
字
者
。
則

此
真
如
門
、
乃
以
謹
心
自
覚
、
而
相
伝
耳
)
。
(
三
=
二
)

と
こ
で
は
、
二
つ
の
事
柄
が
明
言
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
真
実
は

言
葉
を
離
れ
て
い
る
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
故
、
真
実
を
伝
え

る
と
は
、
「
悟
れ
る
心
」
が
「
自
ら
」
に
行
う
べ
き
行
為
で
あ
る
乙
と
。

社
脳
は
開
巻
努
頭
に
お
い
て
、
『
伝
法
宝
紀
』
一
書
を
貫
く
基
本
的
立



場
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
で
「
自
覚
」
と
は
、
続
い
て

経
証
と
し
て
引
く
『
四
巻
傍
伽
経
』
巻
第
二
の
文
に
、
「
自
覚
観
察
」

「
自
覚
聖
智
」
の
語
が
あ
る
こ
と
か
ら
し
て
、
目
覚
め
た
心
が
明
ら
か

に
見
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
社
側
は
鹿
山
慧
遠
の
『
達
磨
多
羅
禅
経
序
』
に
記
さ
れ
た

仏
↓
阿
難
↓
末
団
地
↓
舎
那
婆
斯
と
い
う
系
譜
を
引
い
て
吉
田
う
。

そ
乙
で
わ
か
る
。
そ
の
後
〔
仏
滅
後
?
〕
に
も
仏
法
は
地
に

落
ち
ず
、
こ
れ
ら
の
人
々
に
存
し
て
い
る
の
だ
と
。
偉
大
な
こ

と
よ
、
ど
う
し
て
、
か
の
因
果
の
修
行
に
執
ら
わ
れ
、
句
義
を

探
究
す
る
者
が
入
り
得
る
所
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
『
拐

伽
経
』
に
言
う
「
宗
通
」
な
の
で
あ
る
(
則
知
爾
後
不
墜
於
地
、

存
乎
其
人
。
至
突
、
宣
夫
繋
執
因
果
、
探
究
句
義
者
、
所
能
入

乎
。
則
修
多
羅
所
謂
宗
通
者
)

O

(

三
三
六

1
一
三
ニ
七
)

船
乙
こ
で
は
、
イ
ン
ド
の
相
承
系
譜
が
引
か
れ
、
然
る
べ
き
人
物
に
よ

繍
る
相
承
に
よ
っ
て
、
仏
滅
後
に
も
仏
法
が
存
続
し
て
き
た
こ
と
が
主

糊
張
さ
れ
る
。
出
典
が
『
達
磨
多
羅
禅
経
序
』
な
の
は
、
達
摩
以
下
の

の
系
譜
を
述
べ
る
こ
の
書
物
に
相
応
し
い
と
考
え
た
か
ら
か
。
と
も
あ

削
れ
そ
の
相
承
は
、
積
善
求
福
の
修
行
に
汲
々
と
す
る
者
や
、
経
論
の

結
語
句
に
無
関
な
穿
撃
を
加
え
る
者
の
預
か
る
所
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

陪
か
か
る
伝
法
は
経
典
の
言
葉
で
言
え
ば
「
宗
通
」
に
当
た
る
。

2T小通」

と
は
何
か
。
杜
拙
は
、
「
思
う
に
、
自
ら
得
た
と
こ
ろ
の
向
上
力
に
よ

り
、
一
盲
説
や
文
字
と
い
う
妄
想
を
雌
れ
、
煩
悩
の
無
い
世
界
で
あ
る
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す
が
た

自
覚
の
境
地
に
赴
き
、
全
て
の
虚
妄
な
る
知
覚
の
相
を
離
れ
、
全
て

の
外
道
や
悪
魔
を
降
伏
さ
せ
、
自
覚
の
境
地
に
よ
っ
て
光
明
が
輝
き

出
す
、
と
れ
を
〈
宗
遇
の
相
〉
と
名
づ
け
る
(
謂
、
縁
自
得
勝
進
、
遠

離
言
説
文
字
妄
想
、
趣
無
漏
界
自
覚
地
、
自
相
遠
離
一
切
虚
妄
党
相
、

降
伏
一
切
外
道
衆
魔
、
縁
自
覚
趣
光
明
揮
発
、
是
名
宗
適
相
)
」
(
三

三
七
)
と
言
う
。
こ
と
で
も
、
冒
頭
に
見
た
よ
う
な
、
真
理
の
相
承

は
言
語
を
離
れ
た
境
地
に
お
げ
る
自
覚
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
の
だ
、

と
い
う
認
識
が
貫
い
て
い
る
。

つ
い
で
社
脳
は
、
菩
提
達
摩
の
東
来
と
、
逮
摩
↓
恵
可
↓
僧
環
↓

道
信
↓
弘
忍
↓
法
如
と
い
う
相
承
次
第
を
述
べ
る
。
先
に
言
及
し
た

イ
ン
ド
の
祖
師
と
達
摩
と
の
関
係
が
不
明
確
だ
が
、
と
も
か
く
、
達

摩
は
言
語
を
超
え
た
自
覚
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
法
を
携
え
て
中
国
に

や
っ
て
来
た
、
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
乙
の
七
代
の
系
譜
を
記
す
う
ち
、

逮
摩
か
ら
法
如
ま
で
は
等
し
く
「
伝
」
の
字
を
使
っ
て
い
る
の
に
、
法

如
か
ら
大
通
の
付
法
の
み
「
嵩
岳
法
如
か
ら
大
通
神
秀
に
及
ん
だ
(
法

如
及
乎
大
通
)
」
(
三
三
七
)
と
記
す
。
あ
る
い
は
こ
れ
は
、
実
は
神

秀
は
法
如
と
同
じ
く
弘
忍
の
法
を
承
げ
て
お
り
、
法
如
の
弟
子
で
は

な
い
と
い
う
事
実
を
含
ま
せ
た
区
別
で
あ
ろ
う
。
伝
記
製
作
を
得
意

と
し
た
と
思
わ
れ
る
著
者
の
、
細
や
か
な
筆
致
が
窺
え
る
。

そ
し
て
達
摩
以
後
七
代
の
伝
法
は
、
「
達
摩
よ
り
後
、
師
が
弟
子
を

導
く
に
は
、
み
な
巧
妙
に
方
便
を
用
い
、
悟
り
を
心
に
得
て
、
場
に

応
じ
て
言
葉
を
発
し
、
ま
と
ま
っ
た
説
法
を
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど



4

無
か
っ
た
(
自
遥
摩
之
後
、
姉
資
開
道
、
皆
普
以
方
使
、
取
詮
於
心
、

B

随
所
発
言
、
略
無
繋
説
)
」
(
一
二
三
七
三
や
は
り
イ
ン
ド
同
様
、
悟
り

は
心
に
於
い
て
し
、
そ
の
境
地
は
場
に
応
じ
た
教
導
の
言
葉
と
し
て

の
外
に
は
、
教
説
と
し
て
残
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
故

に
、
世
間
に
『
達
摩
論
』
と
称
す
る
物
は
、
「
当
時
の
学
人
が
、
自
分

が
聞
い
た
言
葉
を
そ
の
ま
ま
真
実
の
論
と
し
、
書
き
留
め
て
宝
物
の

よ
う
に
し
た
(
当
時
学
人
、
随
戸
得
語
、
以
為
真
論
、
書
而
宝
之
こ

(
三
三
七
)
、
つ
ま
り
人
に
応
じ
場
に
応
じ
た
方
便
語
を
、
究
克
の
論

と
し
て
金
科
玉
条
に
祭
り
上
げ
た
も
の
で
、
「
亦
た
謬
ま
り
多
き
」

(
同
)
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
杜
脳
は
開
巻
努
頭
よ
り
、
真
実
は
言
語
を
超
え
て

い
る
こ
と
、
か
か
る
真
実
は
、
然
る
べ
き
人
々
が
自
ら
の
心
に
悟
る

こ
と
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
繰
り
返
し
説
く
。
続

い
て
記
さ
れ
る
「
か
の
超
越
的
な
悟
り
を
得
て
法
を
承
け
継
ぐ
者
は
、

そ
れ
を
心
に
得
た
以
上
、
言
葉
を
は
さ
む
余
地
な
ど
は
な
い
。
ど
ん

な
言
語
や
文
字
を
、
そ
こ
に
置
く
と
い
う
の
か
(
若
夫
超
悟
相
承
者
、

既
得
之
於
心
、
則
無
所
容
声
失
。
何
言
語
文
字
、
措
其
問
哉
)
」
(
三

四
六
)
と
は
、
彼
自
身
に
よ
る
ま
と
め
で
あ
る
。

そ
し
て
、
「
こ
の
道
は
か
そ
け
く
ひ
そ
や
か
な
も
の
、
そ
の
入
り
口

を
得
る
者
は
稀
で
あ
る
(
斯
道
微
密
、
牢
得
其
門
)
」
(
三
四
六
)
と

言
う
よ
う
に
、
真
実
は
全
く
言
語
に
よ
る
把
握
を
拒
ん
で
い
る
。
し

か
し
、
そ
れ
で
も
灯
史
は
必
要
だ
と
、
社
脳
は
-
=
一
早
つ
。

真
実
は
人
に
依
ら
ず
、
義
理
は
言
葉
に
依
ら
な
い
と
は
言
え
、

真
の
善
知
識
を
ど
の
よ
う
に
讃
え
尽
く
せ
る
だ
ろ
う
か
。
今
、
人

が
引
用
す
る
乙
と
が
無
け
れ
ば
、
そ
の
功
績
を
顕
わ
す
の
は
難

し
い
。
あ
る
い
は
後
世
、
蒙
昧
な
者
を
啓
発
し
、
あ
る
い
は
こ

れ
に
よ
っ
て
祖
師
を
敬
慕
し
よ
う
。
そ
こ
で
今
、
簡
単
な
記
録

を
編
集
し
て
、
達
摩
よ
り
後
、
相
承
げ
て
法
を
伝
え
る
者
を
順

に
著
し
、
『
伝
宝
紀
』
一
巻
を
作
る
(
錐
法
不
依
人
、
義
不
依
語
、

而
真
善
知
識
何
可
観
止
。
今
此
至
人
無
引
、
未
易
能
名
。
将
以

後
之
発
蒙
、
或
因
景
慕
。
是
故
今
修
略
記
、
自
達
摩
後
、
相
承

マ
マ

伝
法
者
、
著
之
於
次
、
以
為
伝
宝
紀
一
巻
)
(
三
四
六
)

微
妙
深
奥
な
道
は
、
言
語
や
形
相
を
離
れ
て
い
る
。
が
、
法
を
伝
え

た
祖
師
は
讃
美
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
祖
師
の
行
い
を
記
録
し
、
以
っ

て
人
々
を
啓
蒙
し
、
ま
た
敬
慕
の
情
を
表
す
と
と
、
こ
れ
が
灯
史
製

作
の
目
様
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
叙
述
に
は
、
法
を
伝
え
た
祖
師
を

世
代
順
に
秩
序
立
て
て
並
べ
る
こ
と
が
、
ま
ず
は
書
物
全
体
の
型
式

の
特
色
で
あ
る
と
、
杜
脳
は
自
覚
し
て
い
る
。
で
は
、
一
代
一
代
の

祖
師
の
伝
記
は
ど
う
書
く
べ
き
か
。

彼
は
続
け
る
、
「
乙
れ
は
、
現
れ
た
評
判
や
行
跡
、
教
化
の
場
所
で
、

人
の
耳
目
に
触
れ
た
も
の
や
、
文
字
に
よ
る
記
録
に
明
ら
か
な
も
の

を
綴
る
べ
き
で
あ
る
(
当
綴
其
所
見
名
迩
、
所
化
方
処
、
耳
目
所
取
、

書
記
可
明
者
)
」
(
=
一
四
六
)
と
。
な
ぜ
な
ら
、
「
〔
祖
師
た
ち
は
〕
既

に
無
為
と
冥
合
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
伝
記
は
自
ず
と
簡
易
な
も
の



と
な
る
し
、
覚
り
や
、
覚
り
の
内
実
と
な
れ
ば
、
明
言
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
(
既
而
与
無
為
浪
合
、
而
伝
記
自
簡
。
至
於

覚
証
聖
趣
、
廃
得
顕
一
盲
也
)
」
(
三
四
六
)
。
社
脳
は
、
祖
師
の
伝
記
に

は
、
た
と
い
少
数
に
と
ど
ま
る
に
し
て
も
、
誰
の
自
に
も
明
ら
か
で

確
か
な
記
録
に
基
づ
く
も
の
の
み
を
記
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

法
を
伝
え
た
人
々
は
こ
と
さ
ら
な
行
い
を
離
れ
て
い
る
し
、
こ
れ
ま

で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
祖
師
の
語
は
方
便
諸
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
の

覚
り
そ
の
も
の
を
言
葉
に
表
す
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
。

し
か
し
、
「
ま
た
別
に
肖
像
画
を
作
り
、
後
代
へ
の
記
念
と
す
る
(
亦

別
有
貌
図
、
将
為
記
)
」
(
三
四
六
)
と
言
う
の
は
、
方
便
語
を
究
寛

と
し
て
そ
れ
に
繋
縛
さ
れ
る
よ
り
は
、
図
像
に
よ
っ
て
敬
慕
の
念
を

起
こ
す
方
が
良
い
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
『
六
祖
壇
経
』
に
は
、
廊
下
に

「
傍
伽
変
」
と
「
五
祖
大
師
の
法
を
伝
授
」
す
る
場
面
と
を
描
き
、
「
後

勝
代
に
流
行
せ
し
め
て
記
と
為
」
そ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
ヲ
」
に
神
秀

舗
が
偶
を
記
す
に
及
ん
で
取
り
止
め
た
と
い
う
挿
話
が
見
え
る
。
『
壇

糊
経
』
は
『
金
剛
経
』
の
「
凡
そ
臨
ん
T
'
G
相
は
、
皆
な
是
れ
虚
妄
」
を

の
経
証
と
す
る
が
、
変
相
図
や
伝
授
の
物
語
を
描
い
た
画
像
な
ら
ば
、
言

削
語
で
あ
る
偶
以
上
に
限
定
性
、
偏
向
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う

儲
か
。
『
伝
法
宝
紀
』
の
言
う
「
貌
図
」
と
は
、
文
字
通
り
個
々
人
の
姿

陪
を
写
し
た
だ
け
の
も
の
で
、
限
定
性
が
弱
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の
か

0

5

現
存
本
に
は
乙
の
「
貌
図
」
に
当
た
る
も
の
は
見
え
な
い
が
、
「
別
有
」

B

の
文
字
通
り
別
紙
に
描
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

続
く
文
章
も
難
解
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
道
を
相
承
け
て
、
真
理
の
世
界
に
静
ま
り
、
ま

こ
と
の
空
寂
な
る
処
に
行
い
の
迩
が
自
ず
と
消
え
ゆ
き
、
お
よ

そ
そ
の
一
生
に
、
衆
人
に
異
な
っ
た
行
い
を
現
さ
ず
、
不
可
思

議
な
し
わ
ざ
を
聞
か
な
い
者
は
、
そ
こ
で
省
略
し
た
。
ち
ょ
う

ど
、
挟
を
ま
く
っ
て
顔
を
拭
ぃ
、
涙
で
襟
玲
漏
ら
し
た
と
い
う

記
述
を
取
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
(
然
相
承
葱
道
、
治
乎

法
界
、
真
空
寂
処
相
漣
自
消
、
凡
在
生
平
、
不
現
其
異
、
康
問

霊
迩
、
以
故
略
諸
。
亦
猶
反
挟
慌
面
光
濡
不
取
失
)
。

(
三
四
六
)

「
中
国
禅
宗
通
史
』
は
こ
れ
を
、
僧
尼
の
伝
記
に
は
霊
異
を
記
さ
な
い

と
い
う
提
議
で
あ
る
と
す
る
が
(
八
八
頁
)
、
後
述
の
よ
う
に
伝
記
部

分
で
は
努
め
て
神
異
を
記
録
し
て
お
り
、
強
引
な
解
釈
と
恩
わ
れ
る
。

こ
と
は
、
先
の
「
達
摩
自
り
後
、
伝
法
相
承
す
る
者
」
以
外
に
も
道

を
相
承
す
る
者
は
い
る
が
、
彼
ら
は
完
全
に
真
理
と
一
つ
に
な
っ
て
、

目
立
っ
た
行
い
を
残
し
て
は
い
な
い
の
で
、
そ
の
伝
を
省
略
せ
ざ
る

を
得
な
い
と
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
逆
に
考
え
れ
ば
、
伝
記
を
立
て

る
以
上
は
霊
異
の
記
録
が
あ
る
べ
き
だ
と
社
胞
は
見
て
い
る
の
だ
。

達
摩
以
後
七
代
の
祖
師
と
、
存
在
を
想
定
し
つ
つ
省
略
し
た
聖
人
と

の
関
係
は
、
第
四
章
で
考
え
る
。

ま
た
最
後
の
比
倫
は
、
社
預
の
「
春
秋
序
」
を
踏
ま
え
る
。
社
預

は
『
左
氏
伝
』
と
『
公
羊
伝
』
の
最
後
の
記
事
を
比
較
し
、
麟
の
捕



6

獲
で
終
わ
る
『
公
羊
伝
』
が
「
其
の
実
を
得
る
と
為
す
」
と
し
つ
つ
、

8

「
〔
『
公
羊
伝
』
で
孔
子
が
〕
挟
を
反
し
て
面
を
拭
い
、
〈
五
口
が
道
窮
ま

れ
り
〉
と
称
う
に
至
り
て
は
、
亦
た
取
る
無
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
孔

子
が
泣
い
た
と
い
う
『
公
羊
伝
』
の
記
事
は
、
「
実
」
で
は
な
い
の
で

取
る
べ
き
で
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
杜
胞
も
社
預
の
言
葉
を
借

り
て
、
伝
記
に
は
明
ら
か
な
事
実
の
み
を
記
し
、
行
い
が
明
ら
か
で

な
い
聖
人
に
つ
い
て
、
妄
り
に
虚
構
を
記
す
こ
と
は
し
な
い
と
の
用

心
を
述
べ
て
い
る
の
だ
。

書
物
の
構
成
に
関
わ
る
話
題
は
、
も
う
一
点
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
逮
摩
よ
り
後
、
階
唐
に
至
る
ま
で
、
高
速
な
悟
り
と
玄

妙
な
卓
抜
さ
を
持
ち
、
深
く
円
頓
の
境
地
に
至
る
者
は
、
い
つ

の
世
に
も
あ
っ
た
筈
で
あ
る
。
と
は
一
言
え
、
彼
ら
は
法
を
伝
授

し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
条
を
分
か
っ
て
伝
を
立
て
、
こ

の
法
門
の
領
袖
た
る
べ
き
師
の
多
い
と
と
を
明
ら
か
に
す
る

(
又
自
達
摩
之
後
、
至
陪
唐
、
其
有
高
悟
玄
抜
、
深
至
円
頓
者
、

亦
何
世
無
之
。
己
非
相
伝
授
、
故
別
条
列
伝
、
則
昭
此
法
門
之

多

主

也

)

(

三

四

六

)

こ
れ
は
、
正
式
な
伝
授
を
経
て
は
い
な
い
も
の
の
、
完
全
な
悟
り
に

達
し
た
人
々
も
い
る
の
で
、
彼
ら
の
伝
記
も
記
す
、
と
い
う
=
言
自
明
で

あ
る
。
乙
こ
で
は
、
二
つ
の
見
解
を
確
認
で
き
る
。
ま
ず
、
伝
法
を

経
ず
に
悟
り
に
達
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
と
い
う
認
識
。
次
に
、
だ

が
そ
れ
は
、
正
式
な
祖
師
と
は
別
条
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
伝

法
の
重
要
性
へ
の
意
識
。
そ
し
て
、
杜
脳
は
こ
れ
ら
の
見
解
に
基
づ

い
て
、
彼
ら
の
立
伝
の
し
か
た
を
定
め
て
い
る
。

つ
ま
り
、
正
系
の
祖
師
を
列
し
た
「
紀
」
に
対
し
て
、
「
伝
」
を
作

る
計
画
が
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
実
現
し
た
か
否
か
は
不
明
で
あ
る
。

「
伝
」
に
列
せ
ら
る
べ
き
人
物
の
候
補
と
し
て
は
、
例
え
ば
本
書
達
摩

条
に
見
え
る
道
豆
、
恵
可
条
の
向
居
士
、
化
公
、
磨
公
禅
師
、
僧
潔

条
の
定
禅
師
、
宝
月
禅
師
、
厳
禅
師
、
道
信
条
の
善
伏
、
法
顕
、
法

如
条
の
恵
端
禅
師
が
考
え
ら
れ
る
。
他
に
、
社
脳
が
別
の
機
会
に
伝

記
を
書
い
た
南
岳
慧
思
や
、
天
台
智
鎮
が
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
円
頓
の
悟
り
に
達
し
て
い
る
者
に
ど
う
し
て
法
を
伝

え
な
い
の
か
、
な
ぜ
伝
法
の
祖
師
は
一
代
一
人
な
の
か
、
本
書
に
お

い
て
説
明
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
不
審
な
点
で
は
あ
る
。

以
上
、
序
文
の
検
討
を
終
わ
る
。
こ
こ
の
論
旨
を
振
り
返
ろ
う
。
真

理
は
言
語
を
絶
し
て
お
り
、
法
を
伝
え
る
と
は
自
ら
の
心
に
お
い
て

そ
の
当
体
を
覚
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
仏
法
は
そ
う
し
た
真
理

を
伝
え
得
る
人
々
に
よ
っ
て
存
続
し
て
お
り
、
彼
ら
を
讃
え
、
人
々

を
啓
蒙
す
る
灯
史
が
必
要
と
な
る
。
そ
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
、
祖

師
を
世
代
順
に
秩
序
立
て
て
記
述
す
る
こ
と
、
耳
目
に
明
か
な
伝
記

的
事
項
の
み
を
記
す
こ
と
、
真
理
の
世
界
と
一
体
に
な
り
き
っ
た

人
々
は
形
迩
を
追
え
な
い
の
で
、
そ
の
伝
は
省
略
せ
ざ
る
を
得
な
い

こ
と
、
一
方
、
正
式
な
伝
授
を
経
な
い
得
道
者
も
、
正
系
の
祖
師
と

は
別
に
「
伝
」
を
も
つ
け
て
記
録
し
て
お
く
こ
と
、
が
方
針
と
な
る
。



こ
れ
ら
の
主
張
の
背
後
に
は
、
前
半
の
伝
法
と
は
何
か
を
述
べ
る

部
分
か
ら
後
半
の
叙
述
方
針
を
述
べ
る
部
分
に
至
る
ま
で
、
強
烈
な

言
語
否
定
が
一
貫
し
て
あ
る
。
後
半
に
至
る
と
そ
こ
に
、
言
語
を
超

え
た
真
理
を
得
た
者
は
こ
と
さ
ら
な
行
い
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
見

解
が
、
も
う
一
つ
の
理
念
と
し
て
加
わ
っ
て
い
る
。

で
は
、
実
際
の
伝
記
部
分
に
は
、
序
に
一
目
さ
れ
た
理
念
や
叙
述
方

針
が
ど
う
反
映
し
、
ど
の
程
度
実
現
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

三
、
叙
述
の
実
際

そ
れ
で
は
『
伝
法
宝
紀
』
の
伝
記
部
分
に
つ
い
て
、
序
文
と
の
一

貫
性
の
有
無
を
考
え
る
。
初
め
に
全
体
に
つ
い
て
言
え
ば
、
伝
記
的

事
項
の
み
を
記
し
、
そ
の
説
法
の
言
葉
は
殆
ど
記
さ
な
い
の
が
、
「
序
」

紛
で
述
べ
ら
れ
た
執
筆
方
針
の
実
現
で
あ
討
。
で
は
、
細
か
な
項
目
は

繍
ど
う
か
。

榊
ま
ず
、
「
序
」
に
は
、
伝
法
の
祖
師
は
「
無
為
と
浪
合
し
」
て
い
る

の
人
々
だ
と
い
う
認
識
が
見
ら
れ
た
。
実
際
の
伝
記
に
お
い
て
も
、
で

制
き
る
だ
け
そ
の
行
い
の
跡
を
隠
そ
う
と
す
る
祖
師
像
が
描
か
れ
て
い

槌
る
の
で
、
そ
こ
を
指
摘
し
た
い
。

陥
ま
ず
、
僧
環
。
彼
は
北
周
の
廃
仏
に
遭
い
、
「
山
谷
に
流
遁
し
て
、

7

十
余
年
を
経
」
、
惰
開
皇
初
に
至
っ
て
「
院
公
山
に
隠
居
」
し
た
。
さ

B

ら
に
道
信
に
法
を
伝
え
た
後
は
、
「
遂
に
定
公
と
南
し
て
隠
れ
、
後
、

寛
に
其
の
終
わ
る
所
を
知
ら
」
な
か
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
生
を
通
じ

て
極
め
て
隠
遁
的
色
彩
が
濃
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
道
信
は
小
僧
時

代
、
「
ひ
そ
か
に
斎
戒
す
る
こ
と
六
年
、
師
は
つ
い
に
そ
れ
を
知
ら
な

か
っ
た
(
密
斎
六
年
、
師
寛
不
知
)
」
(
三
七
六
)

0

ま
た
受
法
後
は
門

人
に
、
「
却
ち
門
を
閉
じ
て
坐
せ
。
経
を
読
む
莫
か
れ
、
人
と
共
に
語

る
莫
か
れ
」
と
言
う
。
こ
と
さ
ら
な
行
い
を
せ
ず
、
言
語
を
離
れ
た

境
地
を
弟
子
た
ち
に
も
勧
め
て
い
る
の
だ
。
道
信
下
に
あ
っ
て
の
弘

忍
は
、
「
性
木
前
沈
厚
」
、
同
学
に
か
ら
か
わ
れ
て
も
、
い
つ
も
黙
っ

た
ま
ま
で
答
え
な
い
。
げ
れ
ど
も
、
「
未
だ
経
論
を
見
ざ
る
と
雄
も
、

か
な

閉
山
り
ば
皆
な
心
も
て
契
う
」
の
だ
っ
た
。
嵩
山
少
林
寺
に
入
っ
た
法

如
は
、
「
数
年
、
人
尚
お
測
ら
ず
」
、
「
そ
の
後
、
朝
廷
か
ら
の
説
法
要

請
が
し
ば
し
ば
寄
せ
ら
れ
た
が
、
な
お
聞
く
辞
退
し
て
い
た
(
其
後
詔

求
日
至
、
猶
国
譲
之
こ
(
三
九

O
)
。
そ
し
て
、
神
秀
。
彼
は
羅
浮
山
、

東
山
、
蒙
山
、
天
台
山
、
鹿
山
な
ど
の
名
山
に
「
姿
を
隠
し
て
至
ら

な
い
所
は
な
か
っ
た
(
嘉
遁
無
不
畢
造
)
」
(
=
一
九
六
)
。
弘
忍
下
に
あ
っ

て
は
、
「
道
真
境
に
入
る
も
、
自
ら
証
す
る
所
知
る
者
有
る
莫
」
く
、

後
、
一
時
還
俗
さ
せ
ら
れ
て
剤
州
天
居
寺
に
い
た
折
も
、
「
十
所
年
、

時
人
測
る
能
わ
ず
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
第
三
祖
よ
り
第
七
祖
ま
で
、
例
外
な
く
行
い
の
測
り
難

さ
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
達
摩
に
し
て
も
、
最
後
は
空
の
棺
を

残
し
て
イ
ン
ド
へ
帰
っ
て
行
く
の
だ
か
ら
、
中
国
に
お
い
て
は
教
化

を
止
め
て
跡
を
晦
ま
せ
て
い
る
。
た
だ
し
こ
の
問
題
は
、
第
四
章
で
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も
う
一
度
考
え
る

0

8

次
に
奇
跡
の
記
録
に
つ
い
て
、
各
伝
に
お
け
る
具
体
的
内
容
を
記

す。
達
摩
一
毒
に
害
さ
れ
ず
。
棺
を
抜
け
出
し
て
西
帰
。

「
漢
の
道
人
(
恵
可
?
)
」
の
活
躍
を
予
言
。

恵
可
一
毒
に
害
さ
れ
ず
。
『
四
回
伽
経
』
の
未
来
を
予
言
。

僧
潔
一
院
公
山
の
猛
獣
が
山
を
出
る
。

道
信
一
賊
軍
よ
り
町
を
守
る
。
臨
終
時
の
地
震
、
降
霧
。

埋
葬
一
年
後
も
、
遺
体
が
生
前
の
ま
ま
。

弘
忍
一
な
し
。
法
如
な
し
。
神
秀
一
遷
化
前
後
の
奇
瑞
。

「
序
」
に
は
、
神
異
を
現
さ
な
か
っ
た
人
々
の
伝
記
は
省
略
す
る
と
一
吉

わ
れ
て
い
た
が
、
こ
こ
で
は
弘
忍
、
法
如
を
除
く
五
人
に
つ
い
て
、
何

ら
か
の
霊
異
が
記
さ
れ
る
。
凡
人
に
は
あ
り
得
ぬ
霊
異
を
漏
ら
さ
ず

記
録
す
る
と
と
が
、
聖
人
へ
の
敬
慕
の
現
れ
な
の
だ
ろ
う
。
法
知
に

し
て
も
、
川
で
溺
れ
て
数
里
も
流
さ
れ
た
が
、
救
助
さ
れ
た
時
、
平

生
通
り
の
顔
色
だ
っ
た
と
の
記
事
が
、
「
霊
迩
」
で
は
な
く
と
も
「
其

の
異
を
現
」
し
た
例
だ
ろ
う
。

ま
た
、
「
方
便
」
に
つ
い
て
。
逮
摩
条
で
は
、
恵
可
が
自
ら
の
腕
を

切
断
し
て
入
門
の
熱
意
を
示
す
と
、
「
そ
の
後
は
じ
め
て
、
ひ
そ
か
に

方
使
に
よ
っ
て
啓
発
し
、
段
階
を
経
ず
に
心
を
直
接
真
理
の
世
界
に

入
ら
せ
よ
う
と
し
た
(
自
後
、
始
密
以
方
便
開
発
、
頓
令
其
心
直
入

法
界
)
」
(
三
五
五
)
と
言
う
。
「
序
」
に
は
、
達
摩
以
来
、
師
が
弟
子

を
導
く
に
は
「
皆
な
善
く
方
便
を
以
っ
て
し
、
証
を
心
に
取
」
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
た
。
法
を
承
砂
る
に
は
師
の
「
方
便
」
が
必
要
な
こ
と
、

そ
の
「
方
便
」
と
は
心
に
悟
り
を
得
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
「
序
」

の
記
載
と
一
致
し
て
い
る
。
法
如
も
、
「
そ
こ
で
歴
代
の
祖
師
た
ち
を

模
範
と
し
て
、
偉
大
な
方
使
を
発
し
、
心
を
直
接
悟
り
へ
至
ら
し
め
、

く
だ
く
だ
じ
い
こ
と
が
無
か
っ
た
(
乃
狙
範
師
資
、
発
大
方
使
、
令

心
直
至
、
無
所
委
曲
)
」
(
三
九

O
)
。
全
く
同
様
の
発
想
で
あ
る
。
そ

し
て
、
達
摩
条
で
は
「
方
便
開
発
」
の
下
に
、
「
其
の
方
便
も
て
開
発

あ
ら

す
る
と
は
、
皆
な
師
資
の
密
用
、
故
に
雪
一
同
に
形
わ
す
所
無
し
」
と
注

す
る
。
方
便
が
弟
子
の
心
そ
の
も
の
に
密
着
し
た
あ
り
方
で
施
さ
れ

る
以
上
、
そ
れ
は
他
人
に
は
測
れ
ず
、
そ
の
言
葉
を
記
録
す
る
と
と

も
な
い
の
で
あ
る
。

他
、
逮
摩
章
に
は
、
「
序
」
と
関
わ
る
記
事
が
も
う
二
つ
あ
る
。
ま

ず
、
「
伶
能
く
法
の
為
に
身
命
を
捨
つ
る
や
い
な
や
」
と
問
う
達
摩

に
対
し
、
恵
可
が
そ
の
腕
を
切
っ
て
求
法
の
熱
意
を
示
し
た
と
い
う

記
事
。
序
文
の
「
た
だ
東
貌
の
恵
可
だ
貯
が
命
を
か
け
て
法
を
求
め

(
唯
東
貌
恵
可
以
身
命
求
之
)
」
(
三
三
七
)
た
と
い
う
評
価
は
、
こ
の

記
事
に
基
づ
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
社
脳
は
そ
と
に
、
「
案
ず
る
に
、
余

伝
に
賊
に
骨
を
研
ら
る
と
云
う
は
、
蓋
し
是
れ
一
時
の
謬
伝
な
る
の

み
」
と
注
す
る
。
こ
の
「
余
伝
」
と
は
、
「
賊
に
遭
い
て
皆
を
研
る
」

と
言
う
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
六
・
僧
可
伝
を
指
す
。
ま
た
、
壁
観

と
四
行
に
つ
い
て
。
や
は
り
割
注
の
形
で
、
「
案
ず
る
に
、
余
伝
に
壁



か
り

観
及
び
四
行
を
一
一
=
一
同
う
者
有
る
は
、
蓋
し
是
れ
当
時
権
に
一
隅
を
化
す

る
の
説
に
し
て
、
口
迩
の
流
、
或
い
は
採
掠
す
る
所
、
至
論
に
非
ざ

る
な
り
」
と
言
う
。
こ
こ
の
「
余
伝
」
は
、
『
続
高
僧
伝
』
巻
第
十
六

遼
摩
伝
、
及
び
『
梼
伽
師
資
記
』
達
摩
条
。
達
摩
の
論
と
称
す
る
物

が
究
覚
の
説
で
な
い
こ
と
は
、
「
序
」
に
も
明
言
さ
れ
て
い
た
。
そ
し

て
、
批
判
の
理
由
も
同
じ
で
あ
る
。
『
伝
法
宝
紀
』
は
世
間
に
行
わ
れ

る
い
く
つ
か
の
達
摩
論
に
関
し
て
、
真
偽
を
定
め
る
の
で
は
な
い
。
該

書
を
一
貫
す
る
真
理
と
言
語
に
関
す
る
見
解
か
ら
、
凡
そ
祖
師
の
言

葉
は
全
て
場
に
応
じ
た
発
言
に
ほ
か
な
ら
ず
、
普
遍
絶
対
の
も
の
で

は
あ
り
得
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
す
の
だ
。
こ
の
達
摩
論
の
例
と
恵

可
断
管
の
例
か
ら
窺
え
る
の
は
、
や
は
り
「
序
」
と
本
伝
が
一
貫
し

た
信
念
に
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
、
他
の
伝
記
と
の
差
異
に
言
及
し
批

評
を
加
え
る
と
と
で
、
読
者
の
反
論
に
予
防
線
を
張
る
だ
け
の
慎
重

劇
さ
を
社
脳
は
持
っ
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。

繍
以
上
、
全
体
の
特
徴
、
祖
師
の
隠
遁
的
性
格
、
奇
跡
、
方
便
な
ど

酬
の
各
項
目
に
わ
た
っ
て
、
「
序
」
と
の
一
貫
性
な
い
し
伝
記
部
分
の
中

の
で
の
一
貫
性
を
確
認
し
た
。
そ
の
結
果
、
社
脳
が
自
分
の
定
め
た
執

細
筆
方
針
に
従
ぃ
、
ま
た
場
合
に
よ
っ
て
は
他
書
の
異
伝
に
も
言
及
し

組
な
が
ら
、
綿
密
な
叙
述
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

陪
さ
て
、
杜
拙
は
全
て
の
祖
師
を
な
る
べ
く
同
じ
よ
う
な
性
格
に
描
こ

9

う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
が
、
達
摩
の
来
華
よ
り
神
秀
の
入
滅
ま

自
で
、
中
国
禅
に
は
何
の
変
化
も
見
ら
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
章

を
改
め
、
こ
の
点
を
考
察
す
る
。

四
、
杜
拙
の
仏
教
史
観

伝
記
部
分
の
後
に
付
さ
れ
た
「
論
」
は
、
「
こ
の
世
界
は
、
言
語
の

世
界
で
あ
る
。
故
に
、
聖
人
賢
者
は
言
語
に
よ
っ
て
人
々
を
導
き
、
か

の
言
語
を
超
え
た
境
地
に
赴
か
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
(
此
世
界
是

言
語
世
界
乎
。
故
聖
賢
不
可
不
言
語
相
導
、
以
趣
夫
無
言
語
地
也
)
」

(四

O
八
)
と
始
ま
る
。
つ
い
で
杜
拙
は
、
「
我
が
本
師
」
「
孔
丘
」
「
荘

周
」
「
易
威
卦
上
六
」
の
言
葉
を
経
証
と
し
て
引
く
。
三
教
の
聖
人
は

全
て
、
無
言
語
の
地
を
目
指
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
無
言
語

へ
の
こ
だ
わ
り
と
、
恐
ら
く
は
士
大
夫
読
者
を
も
意
識
し
た
叙
述
で

あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
。

そ
れ
に
し
て
も
、
聖
賢
に
よ
る
言
語
を
用
い
た
教
化
は
、
人
々
に

正
し
く
受
容
さ
れ
て
き
た
だ
ろ
う
か
。
社
脳
は
、
釈
迦
在
世
時
に
遡
っ

て
そ
れ
を
説
明
す
る
。

昔
、
我
が
遠
祖
が
ま
さ
に
世
に
現
れ
て
説
法
し
た
時
に
は
、
救

済
は
皆
な
そ
の
素
質
に
適
っ
た
か
た
ち
で
行
わ
れ
、
悟
り
の
世

界
に
入
れ
ば
、
言
説
は
自
ず
と
亡
ん
だ
の
で
あ
る
。
仏
滅
後
に

な
っ
て
、
羅
漢
ら
が
初
め
て
か
つ
て
仏
が
世
に
い
ま
し
た
時
に

説
い
た
教
え
を
共
に
編
集
し
、
文
字
に
著
し
て
経
典
と
し
た
。
そ

れ
ら
経
典
の
中
に
は
完
全
・
究
極
の
道
理
が
込
め
ら
れ
て
は
い
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た
が
、
仏
が
衆
生
に
直
接
説
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
真

実
を
離
れ
る
こ
と
自
ず
か
ら
遠
い
も
の
が
あ
っ
た
(
昔
我
本
師

当
現
乎
世
説
法
、
所
度
皆
随
其
根
性
、
而
得
証
入
者
、
雪
国
説
自

亡
。
逮
滅
度
後
、
而
諸
羅
漢
方
共
結
集
仏
在
世
時
嘗
所
説
法
、
著

乎
文
字
市
為
経
。
雄
円
覚
了
義
存
乎
其
問
、
而
凡
聖
不
接
、
離

真

白

遠

)

(

四

O
八
)

杜
拙
に
よ
れ
ば
、
仏
在
世
中
は
、
言
語
に
よ
っ
て
無
言
語
の
地
に

趣
か
せ
る
教
化
は
、
正
し
く
効
果
を
発
揮
し
て
い
た
。
仏
滅
後
、
経

典
が
編
纂
さ
れ
た
が
、
そ
と
に
は
真
実
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
に
も

関
わ
ら
ず
、
仏
陀
な
き
後
の
こ
と
と
て
、
人
々
は
そ
の
真
実
を
正
し

く
体
得
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
ん
な
中
、
仏
教
は
中
国
に
伝
来
し
た
。
「
漢
・
貌
以
降
、
訳
経
が

中
華
に
至
っ
た
が
、
仏
学
に
帰
依
す
る
者
た
ち
は
、
多
く
雪
一
一
口
説
に
頼

り
、
文
字
を
分
析
す
る
ば
か
り
(
泊
漢
貌
己
降
、
訳
至
中
華
、
帰
学

之
徒
、
多
依
一
一
百
説
、
分
文
析
字
)
」
(
四

O
八
て
と
い
う
有
様
で
、
中

国
の
仏
教
者
は
、
字
句
の
穿
裂
に
明
け
暮
れ
、
そ
の
背
後
に
あ
る
真

実
に
は
全
く
思
い
を
致
さ
な
い
。
か
く
て
、
「
真
如
そ
の
も
の
な
る
完

全
な
本
性
も
、
そ
の
人
に
発
現
せ
ず
、
完
全
な
る
法
身
も
、
真
理
の

目
を
開
く
こ
と
が
な
い
(
而
真
如
至
性
、
莫
見
其
人
、
円
頓
法
身
、
無

関
道
眼
失
)
」
(
四

O
八
)
。
自
ら
の
仏
性
を
自
覚
し
、
我
が
身
を
法
身

と
し
て
働
か
せ
得
る
人
物
眠
、
中
国
に
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
談

論
の
席
で
弁
舌
を
振
る
い
、
人
々
に
讃
仰
さ
れ
る
者
は
い
る
が
、
彼

ら
と
て
、
「
い
ま
だ
真
実
の
門
に
悟
入
し
、
心
に
道
理
を
体
得
す
る
こ

と
が
な
い
(
未
有
情
入
其
門
、
心
証
其
理
也
)
」
(
四

O
八)。

義
学
の
虚
飾
と
、
弁
論
の
空
疎
。
伝
法
の
条
件
た
る
心
に
よ
る
心

の
自
覚
な
ど
、
望
む
べ
く
も
な
い
時
代
。
社
脳
は
、
達
摩
は
こ
の
混

迷
を
救
う
た
め
に
中
国
に
や
っ
て
来
た
の
だ
と
吾
=
一
一
回
う
。
「
そ
の
た
め
、

イ
ン
ド
の
達
摩
は
裳
裾
を
か
ら
げ
で
は
る
ば
る
来
た
り
、
迷
え
る

人
々
を
導
い
て
、
言
語
を
止
ま
せ
、
経
論
を
離
れ
さ
せ
た
(
是
故
、
天

竺
達
摩
袋
裳
導
迷
、
息
其
言
語
、
離
其
経
論
)
」
(
四
一
五
)
と
。
達

摩
の
示
す
境
地
は
、
「
が
ら
ん
と
し
て
果
て
な
く
、
か
ら
っ
ぽ
で
何
も

無
い
。
こ
れ
を
〈
妙
物
〉
と
言
う
。
私
は
そ
の
呼
び
名
を
知
ら
な
い

(
漫
然
無
際
、
空
然
無
物
、
是
謂
妙
物
。
吾
不
知
其
謂
失
)
」
(
四
一
五
)

と
い
う
、
徹
底
し
た
無
言
語
、
無
為
の
境
地
。
け
れ
ど
、
聖
人
は
そ

こ
に
安
住
す
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
「
こ
う
し
た
悟
り
を
得
た
後
、

諸
々
の
辞
諭
を
読
み
、
最
高
に
す
ぐ
れ
た
句
を
得
れ
ば
明
ら
か
に
体

得
で
き
、
諸
々
の
か
た
ち
ゃ
行
為
に
於
い
て
も
、
ひ
っ
そ
り
と
し
て

こ
と
さ
ら
関
わ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
(
然
後
読
諸
経
論
、
得
最

上
勝
句
、
則
洞
照
会
失
、
於
諸
有
為
、
溜
無
所
起
失
)
」
(
四
一
五
)
。

ひ
と
た
び
無
言
無
為
の
世
界
を
体
験
し
た
者
は
、
再
び
言
語
の
世
界
、

行
為
の
世
界
に
戻
る
と
と
が
で
き
る
。
今
度
は
、
言
葉
や
形
に
振
り

因
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
絶
対
の
世
界
に
い
な
が
ら
相
対
に
処
す
る

者
と
し
て
。
倍
り
の
世
界
そ
の
も
の
を
評
す
る
に
も
、
「
こ
れ
は
ま
た

沈
黙
の
働
き
の
端
緒
(
斯
亦
黙
照
之
端
)
」
(
四
一
五
)
と
言
う
こ
と



か
ら
も
、
そ
れ
は
諒
解
で
き
よ
う
。
真
実
絶
対
の
世
界
に
す
で
に
、
有

為
相
対
に
向
か
う
端
緒
は
き
ざ
し
て
い
る
。

有
の
世
界
か
ら
無
の
世
界
、
そ
し
て
ま
た
有
の
世
界
へ
。
「
序
」
で

は
完
全
に
無
為
の
世
界
に
入
っ
て
世
に
知
ら
れ
な
い
人
々
の
存
在
を

示
唆
し
て
い
た
が
、
こ
の
論
理
か
ら
言
え
ば
、
そ
の
行
い
が
あ
る
程

度
現
れ
て
い
る
達
摩
以
下
七
代
の
祖
師
の
方
が
、
無
為
の
世
界
に
と

ど
ま
っ
た
名
も
知
れ
ぬ
人
々
よ
り
も
純
粋
性
を
失
っ
て
い
る
な
ど
と

は
、
必
ず
し
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

中
国
仏
教
界
は
達
摩
に
よ
っ
て
文
字
へ
の
惑
溺
か
ら
救
わ
れ
た
。

し
か
も
逮
摩
に
よ
れ
ば
、
正
し
く
無
を
体
得
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

再
び
有
為
・
有
言
の
世
界
へ
立
ち
戻
り
自
由
に
振
る
舞
う
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
遼
摩
の
思
想
と
実
践
は
、
後
世
の
人
々
に

正
し
く
受
け
継
が
れ
た
だ
ろ
う
か
。

船
だ
か
ら
こ
そ
、
恵
可
、
僧
潔
は
理
に
真
実
を
得
、
行
い
に
あ

繍
と
か
た
が
無
く
、
動
い
て
は
明
ら
か
な
記
録
を
残
さ
な
か
っ
た
。

糊
師
が
ひ
そ
か
に
行
え
ば
、
学
徒
も
沈
黙
の
内
に
修
行
し
た
。
か

あ
め

の
の
道
信
に
至
っ
て
、
土
地
を
選
び
住
居
を
開
き
、
天
が
下
住
処

削
を
区
切
っ
て
〔
?
〕
、
行
い
の
始
終
に
あ
と
か
た
を
見
せ
、
看
板

悼
を
掲
げ
て
評
判
が
立
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
日
頃
教
え
を

陥
受
け
る
者
で
大
法
を
聞
く
に
堪
え
る
者
で
あ
っ
て
も
、
斥
け
て

伝
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
善
伏
は
去
っ
て
衡
山
に

入
り
、
さ
ら
に
深
い
禅
定
を
得
る
乙
と
と
な
っ
た
の
だ
。
ま
し
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て
そ
の
他
の
凡
人
ど
も
は
、
推
し
て
知
る
べ
し
で
あ
る
。
弘
忍
、

法
如
、
神
秀
の
世
に
及
ん
で
は
、
法
門
が
大
い
に
関
け
、
機
板

を
選
ば
な
く
な
っ
た
。
等
し
く
す
ぐ
に
仏
名
を
念
じ
さ
せ
、
心

を
清
め
さ
せ
て
、
ひ
そ
か
に
師
の
元
に
来
て
悟
境
を
呈
示
し
、
理

に
か
な
っ
て
い
れ
ば
法
を
与
え
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
互

い
に
秘
匿
し
て
、
け
し
て
明
ら
か
に
言
い
立
て
な
か
っ
た
の
で
、

も
し
然
る
べ
き
人
で
な
け
れ
ば
、
奥
義
を
窺
う
こ
と
は
な
か
っ

た
(
是
故
、
恵
可
僧
環
理
得
真
、
行
無
轍
涯
、
動
無
彰
記
。
法

匠
潜
運
、
学
徒
黙
修
。
至
夫
道
信
、
維
択
地
開
居
、
営
宇
玄
象
、

存
没
有
迩
、
旋
梼
有
問
、
而
猶
平
生
授
受
者
、
堪
聞
大
法
、
抑

而
不
伝
。
故
善
伏
過
入
衡
山
、
猶
得
深
定
。
況
余
凡
浅
、
其
可

知
会
。
及
忍
知
大
通
之
世
、
則
法
門
大
啓
、
根
機
不
択
。
斉
逮

念
仏
名
令
浄
心
、
密
来
白
星
、
当
理
与
法
、
猶
遊
為
秘
重
、
曾

不
昌
言
、
儲
非
其
人
、
莫
窺
其
奥
)
」
(
四
一
五
、
四
二

O
)
。

こ
こ
で
は
、
達
摩
以
後
の
仏
教
史
が
三
段
階
に
分
け
て
語
ら
れ
る
。

ま
ず
は
、
恵
可
、
僧
環
。
師
と
弟
子
と
が
、
共
に
無
為
の
内
に
住
し

た
時
代
。
続
く
道
信
の
時
代
は
、
師
が
行
い
を
露
わ
に
し
始
め
た
け

れ
ど
も
、
弟
子
の
指
導
に
は
極
め
て
厳
格
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
弘
忍

よ
り
神
秀
ま
で
。
教
団
は
盛
大
に
な
り
、
「
念
仏
」
と
「
浄
心
」
を
方

便
と
し
て
誰
で
も
受
け
入
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
で
も
法
の
伝

授
に
は
、
師
弟
共
に
な
お
慎
重
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

「
序
」
は
法
を
伝
え
た
祖
師
を
無
為
と
合
致
し
た
者
と
し
て
捉
え
、
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伝
記
部
分
で
も
、
ど
の
祖
師
に
も
か
か
る
性
格
が
付
与
さ
れ
て
い
た

9

が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
教
化
の
あ
り
方
は
世
代
を
追
う
毎
に
、
有
為

の
世
界
に
近
づ
い
て
い
く
と
い
う
、
歴
史
的
変
遷
が
認
め
ら
れ
て
い

る
。
実
は
個
々
の
祖
師
の
伝
記
を
見
て
も
、
弘
忍
以
下
は
道
信
以
前

の
そ
れ
と
異
な
り
、
隠
遁
的
性
格
は
修
行
時
代
も
し
く
は
得
法
直
後

に
と
ど
ま
り
、
そ
の
後
は
、
弘
忍
な
ら
「
十
年
余
り
に
し
て
、
出
家
・

在
家
の
従
学
す
る
者
は
、
天
下
に
十
の
う
ち
八
、
九
に
達
し
た
(
十

余
年
問
、
道
俗
受
学
者
、
天
下
十
八
九
)
」
(
三
八
六
)
、
法
如
な
ら
「
学

徒
は
日
々
増
加
し
、
千
里
先
か
ら
も
慕
い
集
ま
っ
た
(
学
侶
日
広
、
千

里
蜘
開
会
)
」
(
三
九

O
)
、
神
秀
条
に
は
則
天
武
后
と
中
宗
の
招
請
と
、

そ
の
法
門
の
隆
盛
と
教
化
の
広
さ
を
記
す
の
で
あ
る
。

念
仏
浄
心
の
方
便
を
以
っ
て
活
況
を
呈
し
た
弘
忍
以
下
の
教
団
で

は
あ
る
が
、
第
二
、
三
章
に
見
た
よ
う
に
、
方
便
と
は
師
と
弟
子
と

の
秘
密
の
行
い
で
あ
る
し
、
釈
迦
在
世
中
の
教
化
は
「
其
の
根
性
に

随
う
」
と
と
で
実
を
挙
げ
て
い
た
の
で
あ
る
。
弘
忍
ら
が
「
斉
し
く
」

仏
名
を
念
じ
、
心
を
浄
め
さ
せ
た
と
は
、
実
は
重
大
な
変
化
の
兆
し

で
な
か
っ
た
か
。
神
秀
没
後
、
今
の
法
門
の
有
様
は
ど
う
か
。

今
の
学
道
者
に
至
っ
て
は
、
で
た
ら
め
な
議
論
を
じ
、
知
ら

な
い
の
に
知
っ
て
い
る
と
し
、
未
だ
得
て
い
な
い
の
に
得
た
と

一
一
白
う
。
仏
を
念
じ
心
を
浄
め
る
と
い
う
方
便
は
、
か
れ
と
こ
れ

と
を
混
乱
さ
せ
、
真
如
法
身
へ
の
い
と
ぐ
ち
な
ど
、
か
す
か
に

も
見
な
い
(
至
乎
今
之
学
者
、
将
為
委
巷
之
談
、
不
知
為
知
、
不

得
謂
得
。
念
仏
浄
心
之
方
便
、
混
此
彼
流
、
真
如
法
身
之
端
倒
、

曾

何

努

努

)

」

(

四

二

O
)

柳
田
氏
や
椎
名
氏
は
、
乙
の
「
今
の
学
者
」
を
、
弘
忍
か
ら
神
秀
の

(
悶
)

時
代
の
他
の
系
統
の
人
々
と
見
て
お
ら
れ
る
が
、
達
摩
以
来
の
禅
宗

史
を
振
り
返
る
一
連
の
流
れ
か
ら
し
て
、
「
A
己
と
は
神
秀
没
後
、
ま

さ
に
「
伝
法
宝
紀
』
の
撰
述
時
で
あ
り
、
「
学
者
」
と
は
神
秀
系
の
修

行
者
だ
ろ
う
。

現
代
の
人
々
は
、
方
便
と
真
実
と
を
取
り
違
え
、
真
如
法
身
を
自

己
に
働
か
せ
る
な
ど
、
と
て
も
で
き
な
い
状
況
に
陥
っ
て
い
る
。
杜

胞
は
、
そ
れ
は
「
念
の
性
は
本
よ
り
空
」
「
滞
の
性
は
己
に
寂
」
な
る

こ
と
を
悟
ら
な
い
か
ら
だ
と
言
う
。
や
は
り
彼
ら
の
過
ち
は
、
方
使

た
る
「
念
仏
」
や
「
浄
心
」
へ
の
執
着
に
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
彼
は
、

「
於
戯
、
僧
可
に
言
有
り
、
日
く
〈
四
世
の
後
、
変
じ
て
名
相
と
成
ら

ん
〉
と
。
信
な
る
か
な
」
と
嘆
く
。
乙
の
僧
可
の
言
は
、
『
続
高
僧
伝
』

恵
可
伝
に
『
拐
伽
経
」
に
関
す
る
発
言
と
し
て
見
え
、
『
伝
法
宝
紀
』

恵
可
条
に
も
記
さ
れ
る
。
名
相
へ
の
執
着
を
嫌
い
、
そ
の
点
で
今
の

神
秀
門
下
に
厳
し
い
目
を
注
い
で
い
た
杜
脳
と
し
て
は
、
『
続
吉
岡
僧

伝
』
の
記
載
は
実
感
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
自
分
の
恵
可
伝
に
も
ぜ

ひ
記
す
べ
き
言
葉
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
恵
可
か
ら
四
世
な
ら
法
如
と

な
る
べ
き
だ
が
、
恐
ら
く
、
細
か
い
数
字
に
は
こ
だ
わ
っ
て
い
な
い

の
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
恐
ら
く
は
撰
述
の
依
頼
主
で
あ
っ
た
神
秀
門
下
を



厳
し
く
非
難
し
た
社
脳
だ
が
、
「
い
っ
た
い
、
私
も
も
と
よ
り
仏
教
を

学
ん
だ
わ
け
で
な
く
、
仏
道
を
な
り
わ
い
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
あ

え
て
推
し
当
て
を
言
う
の
は
、
過
ち
も
甚
だ
し
い
。
こ
れ
こ
そ
、
智

受
の
一
言
う
〈
王
屋
山
の
一
杯
の
土
を
除
い
て
、
そ
れ
で
孟
津
を
流
れ

る
黄
河
を
せ
き
止
め
よ
う
と
す
る
〉
も
の
だ
ろ
う
(
夫
吾
亦
素
不
此

学
、
業
非
其
流
。
敢
為
模
端
、
過
亦
甚
失
。
出
旦
智
史
云
、
欲
除
王
屋

一
杯
之
土
、
将
塞
孟
津
乎
)
」
(
四
二

O
)
と
付
け
加
え
る
の
は
、
本

来
称
揚
す
べ
き
依
頼
主
の
周
辺
に
苦
言
を
呈
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
へ

の
遠
慮
と
、
ま
た
慎
重
な
自
省
の
言
で
も
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
杜
拙
は
、
「
今
、
大
通
神
秀
の
門
人
は
、
法
の
棟
木
が
た

わ
む
ζ

と
な
く
堅
固
で
あ
る
。
彼
ら
に
従
お
う
と
思
え
ば
、
ど
ん
な

距
離
も
遠
く
は
な
い
、
旅
支
度
し
て
向
か
う
べ
き
だ
。
勉
め
よ
、
学

人
た
ち
ょ
。
時
聞
を
む
ざ
む
ざ
捨
て
て
は
な
ら
な
い
(
今
、
大
通
門

船
人
法
棟
無
接
、
伏
庸
何
遠
、
哀
足
宣
行
。
勉
哉
学
流
、
光
陰
不
棄
也
)
」

繍
(
四
二
四
)
、
と
結
ん
で
い
る
。
先
の
批
判
と
矛
盾
す
る
よ
う
だ
が
、
神

糊
秀
没
後
も
、
法
門
の
領
袖
た
る
べ
き
人
物
は
し
っ
か
り
し
て
い
る
と

の
い
う
と
と
だ
ろ
う
。

制
以
上
、
「
論
」
の
論
述
を
振
り
返
れ
ば
、
言
語
や
方
便
に
よ
っ
て
衆

組
生
を
導
く
聖
賢
の
働
き
が
ど
う
行
わ
れ
た
か
に
視
点
を
据
え
て
、
釈

陪
迦
よ
り
神
秀
へ
の
仏
教
史
を
述
べ
、
現
今
の
修
行
者
た
ち
に
苦
言
を

3

呈
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
釈
迦
在
世
時
代
に
は
、
説
法
者
も
聴
問
者

9

も
、
正
し
く
方
便
を
用
い
て
証
悟
を
得
て
い
た
。
し
か
し
、
滅
後
の

仏
教
者
は
し
だ
い
に
真
実
か
ら
飛
離
し
、
中
国
伝
来
後
の
仏
教
は
、
完

全
に
文
字
の
学
と
成
り
下
が
っ
た
。
そ
の
悪
弊
は
達
摩
に
よ
っ
て
一

度
一
掃
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
、
再
び
仏
教
は
し
だ
い
に
言
語
、
有
為

の
度
を
強
め
、
つ
い
に
は
方
便
の
変
質
に
よ
り
、
真
実
を
得
る
者
が

殆
ど
い
な
い
現
状
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
見
る
と
、
社
拙

の
考
え
る
仏
教
史
は
、
イ
ン
ド
と
中
国
と
で
同
じ
轍
を
踏
む
堕
落
の

歴
史
で
あ
る
。
乙
う
し
た
イ
ン
ド
と
中
国
の
相
似
は
、
実
は
、
「
序
」

で
イ
ン
ド
の
相
承
系
譜
の
存
在
か
ら
中
国
の
そ
れ
を
説
き
起
こ
し
た

論
法
と
同
一
で
あ
る
。
ま
た
、
堕
落
の
歴
史
と
は
言
え
、
達
摩
の
如

き
救
世
主
も
現
れ
得
た
わ
け
だ
し
、
今
の
学
人
と
て
、
方
便
の
意
味

を
誤
解
す
る
こ
と
さ
え
な
け
れ
ば
、
言
語
を
離
れ
た
真
実
に
参
入
す

る
こ
と
は
十
分
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
杜
脳
は
最
後

に
激
励
の
一
言
葉
を
記
す
の
で
あ
ろ
う
。

お
わ
り
に

『
伝
法
宝
紀
』
全
体
を
貫
く
最
も
基
本
的
な
理
念
は
、
真
実
は
一
一
言
語

を
離
れ
て
い
る
と
い
う
見
解
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
杜
脳
は
、

法
は
然
る
べ
き
人
々
に
よ
っ
て
相
承
さ
れ
る
こ
と
を
説
い
た
。
そ
し

て
灯
史
と
は
、
か
か
る
祖
師
ら
を
讃
え
る
た
め
、
あ
え
て
撰
述
さ
れ

る
も
の
だ
っ
た
。
今
一
つ
、
こ
の
書
を
支
え
る
理
念
は
、
得
道
の
聖

人
は
無
為
と
合
一
し
た
存
在
だ
と
い
う
聖
人
観
。
こ
れ
は
、
書
物
の
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体
例
や
伝
記
叙
述
の
型
に
反
映
し
た
が
、
先
の
第
一
の
理
念
と
結
び

9

つ
い
て
は
、
釈
迦
在
世
の
イ
ン
ド
よ
り
現
在
の
中
固
ま
で
の
仏
教
史

の
理
解
に
お
い
て
、
大
き
な
前
提
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ

は
、
言
語
・
有
為
に
よ
っ
て
無
言
語
・
無
為
の
境
地
へ
至
ら
し
め
る

方
便
が
ど
の
よ
う
に
実
現
さ
れ
、
堕
落
し
破
綻
し
た
か
の
歴
史
で
あ

司令。
杜
脳
は
、
書
物
の
叙
述
に
つ
い
て
も
自
覚
的
で
あ
っ
た
。
題
名
の

「
紀
」
は
、
恐
ら
く
意
識
的
に
選
択
さ
れ
た
語
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
「
弘
前
」

に
お
い
て
、
達
摩
よ
り
神
秀
に
至
る
祖
師
の
教
化
の
あ
り
さ
ま
を
述

べ
て
仏
教
界
の
堕
落
に
瞥
鐙
を
鳴
ら
し
た
が
、
一
代
一
人
の
祖
師
に

つ
い
て
述
べ
れ
ば
、
仏
教
界
全
体
の
歴
史
を
描
き
尽
く
せ
る
と
の
意

識
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
次
に
「
序
」
で
は
、
祖
師
を
世
代
順

に
秩
序
立
て
て
記
す
こ
と
が
、
灯
史
の
体
例
と
し
て
ま
ず
確
認
さ
れ

た
。
ま
た
、
先
に
見
た
聖
人
観
に
基
づ
き
、
得
道
者
が
三
種
に
分
類

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
叙
述
方
針
が
述
べ
ら
れ
た
。
そ
し
て
伝

記
部
分
に
お
い
て
も
、
「
序
」
の
理
念
通
り
の
記
載
が
な
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
「
序
」
に
示
さ
れ
た
各
祖
師
共
通
の
性
格
と
、
「
論
」
に
述
べ

ら
れ
た
歴
史
的
変
遷
と
を
両
立
さ
せ
る
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
た
の

も
、
見
た
通
り
で
あ
る
。

以
上
、
『
伝
法
宝
紀
』
が
悟
り
や
伝
法
に
つ
い
て
、
ま
た
書
物
の
体

例
に
つ
い
て
、
一
貫
し
た
理
念
に
基
づ
き
、
周
到
な
叙
述
を
行
っ
た

審
物
で
あ
る
己
と
を
論
じ
た
。
本
書
は
、
単
に
依
頼
者
の
正
統
性
を

喧
伝
す
る
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
厳
し
く
も
豊
か
な
思
索
を
具
え
た
書

で
あ
る
と
言
え
る
。
「
知
音
」
の
依
頼
に
も
関
わ
ら
ず
当
人
の
周
囲
を

批
判
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
所
に
、
杜
脳
の
仏
教
思
想
理
解
の

深
さ
と
信
念
、
ま
た
歴
史
を
記
す
者
と
し
て
の
責
任
感
と
持
持
が
見

出
せ
る
の
で
あ
る
。
ヲ
」
の
書
が
著
さ
れ
た
八
世
紀
前
半
は
、
禅
宗
祖

統
説
の
繁
明
期
で
あ
っ
た
が
、
吉
川
忠
夫
氏
「
道
教
の
道
系
と
禅
の

法
系
」
(
『
東
洋
学
術
研
究
』
第
二
十
七
巻
別
冊
、
一
九
八
八
)
に
よ

れ
ば
、
道
教
が
道
系
の
説
を
整
え
始
め
た
の
も
、
そ
れ
に
前
後
す
る

時
期
で
あ
る
。
『
伝
法
宝
紀
』
は
そ
う
し
た
時
期
に
出
現
し
、
伝
法
と

い
う
営
み
や
、
そ
れ
を
審
物
に
著
す
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
、
か
く

も
自
覚
的
論
理
的
な
叙
述
を
展
開
し
た
書
物
な
の
で
あ
る
。
今
後
、
本

書
は
よ
り
多
角
的
な
検
討
が
加
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
最
後
に
、

些
か
の
問
題
提
起
を
行
っ
て
稿
を
閉
じ
た
い
。

ま
ず
、
法
を
伝
え
る
と
い
う
発
想
に
つ
い
て
。
こ
れ
は
、
東
菅
仏

陀
政
陀
羅
訳
の
『
達
磨
多
羅
禅
経
」
本
文
の
官
頭
部
に
そ
れ
が
見
え

る
以
上
(
大
正
蔵
一
五
、
三

O
一
下
)
、
恐
ら
く
は
イ
ン
ド
仏
教
に
も

あ
っ
た
発
想
で
あ
ろ
う
。
が
、
慧
遠
や
社
拙
ら
が
そ
れ
に
注
目
す
る

の
は
、
そ
れ
が
中
国
的
発
想
で
も
あ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
今
、
拙
稿

に
伝
灯
説
の
起
源
を
論
ず
る
用
意
は
無
い
。
考
え
た
い
の
は
、
「
序
」

に
示
さ
れ
た
一
つ
の
比
喰
で
あ
る
。

杜
拙
は
言
う
、
「
例
え
ば
世
俗
の
教
え
で
、
丹
薬
を
練
っ
て
、
そ
れ

に
よ
っ
て
正
午
に
天
に
昇
ろ
う
と
す
る
者
は
、
必
ず
仙
人
が
手
ず
か



ら
練
成
法
を
伝
授
す
る
こ
と
を
得
て
、
丹
薬
が
は
じ
め
て
完
成
す
る
。

も
し
書
物
に
の
み
頼
っ
て
い
て
は
、
結
局
は
で
た
ら
め
な
結
果
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
世
間
の
か
た
ち
有
る
行
い
の
一
つ
だ
が
、
そ

れ
で
す
ら
必
ず
こ
う
で
あ
る
。
ま
し
て
、
こ
の
上
無
き
真
実
の
根
本

が
、
ど
う
し
て
言
説
に
関
わ
ろ
う
(
仮
若
世
法
有
練
真
丹
以
白
日
昇-

凶
】

天
者
、
必
須
得
仙
人
身
手
伝
練
、
真
丹
乃
成
。
若
依
碧
字
種
書
、
終
帰

浪
詑
突
。
此
世
中
一
有
為
耳
、
猶
在
必
然
。
況
無
上
真
宗
、
宣
眼
前
言

説
)
」
(
三
四
六
)
と
。
『
抱
朴
子
』
論
仙
篇
に
は
、
劉
向
が
金
丹
を
練

る
の
に
失
敗
し
た
の
は
、
そ
れ
が
「
師
授
を
為
す
に
非
ず
」
、
彼
が
「
其

の
意
尽
く
紙
上
に
在
り
と
謂
」
っ
た
か
ら
だ
と
あ
り
、
あ
る
い
は
、
社

則
の
意
識
に
の
ぽ
っ
て
い
た
か
。
社
脳
が
雪
間
い
た
い
の
は
、
真
理
の

体
得
が
一
言
語
に
関
わ
ら
な
い
こ
と
だ
が
、
今
は
、
そ
れ
が
師
の
伝
授

に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
意
識
に
注
目
す
る
。
つ
ま
り
杜
拙
は
、
ぁ

船
の
道
教
で
さ
え
も
、
師
資
相
承
が
不
可
欠
だ
と
さ
れ
て
い
る
以
上
、
真

細
川
実
の
法
宝
を
伝
え
る
教
え
に
お
い
て
は
尚
更
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。

糊
そ
し
て
、
天
宝
元
(
七
四
一
一
)
年
の
建
塔
に
な
る
李
邑
の
『
大
照

の
禅
師
塔
銘
』
(
『
全
唐
文
』
巻
二
六
二
)
は
、
大
照
普
寂
以
後
の
伝
法

制
に
つ
い
て
、
「
故
に
法
を
付
す
る
所
は
一
人
を
指
さ
ず
。
卜
夏
は
西
河

胞
に
夫
子
に
経
つ
有
り
、
鄭
玄
は
北
海
に
自
ら
馬
融
を
撃
つ
」
と
記
す
。

陪
こ
こ
で
は
、
孔
子
と
子
夏
、
馬
融
と
鄭
玄
の
関
係
を
以
っ
て
、
禅
の

5

伝
法
の
比
喰
と
し
て
い
る
。
史
伝
に
見
え
る
彼
ら
の
事
跡
と
ぴ
っ
た

9

り
一
致
し
た
比
喰
で
は
な
い
よ
う
だ
が
、
師
の
明
ら
か
な
承
認
が
な

く
と
も
、
伝
法
の
弟
子
を
名
乗
り
得
る
と
い
う
こ
と
か
。
と
ま
れ
、
八

世
紀
前
半
、
士
大
夫
ら
は
仏
教
の
師
受
と
道
教
や
儒
教
の
そ
れ
と
が
、

少
な
く
と
も
あ
る
場
合
に
は
同
じ
原
理
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
、

明
確
に
自
覚
し
言
明
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

次
に
、
伝
法
の
系
譜
と
法
を
伝
持
す
る
祖
師
の
伝
記
を
記
す
と
い

う
意
識
に
つ
い
て
。
『
大
証
禅
師
塔
銘
』
は
、
臨
終
の
普
寂
に
、
達
摩

よ
り
自
分
に
至
る
七
代
(
こ
の
塔
銘
は
法
如
を
立
て
な
い
)
の
系
譜

を
語
ら
せ
、
序
の
末
尾
に
は
、
「
大
弟
子
恵
空
・
勝
縁
等
、
相
与
に
過

去
を
追
い
、
方
来
に
示
す
。
一
に
は
以
っ
て
宿
心
を
野
ベ
、
妙
用
を

存
し
、
一
に
は
慈
訓
を
奉
り
、
教
門
を
宏
む
。
浄
行
を
松
粁
に
騰
せ
、

師
資
を
石
字
に
刻
む
」
と
言
う
。
今
、
撰
碑
の
目
的
を
自
覚
的
に
記

し
、
僧
の
伝
記
を
記
す
意
義
に
一
定
の
見
解
を
出
し
て
い
る
と
と
、
目

的
の
一
つ
が
師
資
相
承
の
記
録
で
あ
る
己
と
に
注
意
し
た
い
。

ま
た
、
『
金
石
翠
編
』
巻
八
十
一
に
閲
元
二
十
四
(
七
三
六
)
の
建

碑
と
記
す
厳
挺
之
『
大
智
禅
師
碑
銘
井
序
』
に
は
、
「
太
僕
卿
・
漢
陽

の
杜
豆
な
る
者
有
り
、
余
と
法
利
事
を
同
じ
う
し
、
共
に
禅
師
の
衆

知
見
す
る
所
の
実
録
を
集
め
、
其
の
余
の
伝
聞
は
、
必
ず
し
も
尽
く

は
記
さ
ず
」
と
言
う
。
撰
碑
に
あ
た
っ
て
、
義
福
の
弟
子
ら
が
直
接

見
聞
し
た
「
実
録
」
に
よ
り
、
他
の
「
伝
聞
」
は
参
考
程
度
に
と
ど

め
た
と
い
う
の
だ
。
確
か
な
情
報
を
選
択
し
て
樽
僧
の
伝
を
書
こ
う

と
い
う
意
識
の
表
明
で
あ
ろ
う
。
厳
挺
之
は
続
け
る
、
「
且
つ
、
生
滅

さ
ぎ

を
離
る
る
は
是
れ
究
覚
じ
て
無
余
な
る
も
、
盤
孟
に
鎮
め
ば
乃
ち
古



ゃ

6

今
に
沫
み
難
し
」
と
。
こ
こ
に
は
、
無
為
の
世
界
に
住
す
る
聖
人
の

9

伝
を
、
あ
え
て
有
為
の
世
界
に
と
ど
め
る
と
い
う
自
覚
が
読
み
と
れ

る
。
こ
の
二
点
も
ま
た
、
『
伝
法
宝
紀
』
と
共
通
の
問
題
意
識
の
現
れ

で
あ
ろ
う
。

注
(
1
)

早
く
は
松
本
文
三
郎
氏
が
、
伝
法
系
譜
の
尊
重
が
仏
教
各
派
通
有

の
現
象
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
つ
つ
、
中
で
も
「
禅
宗
は
殊
に
著
し

い
」
と
し
、
「
印
度
仏
教
の
伝
灯
者
」
(
「
仏
典
の
研
究
』
丙
午
出
版
社
、

一
九
一
一
ニ
)
や
「
達
磨
法
統
説
の
起
源
」
(
同
)
を
も
の
さ
れ
て
い
る
。

禅
宗
灯
史
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
成
果
と
し
て
は
、
常
盤
大
定
氏
「
宝

林
伝
の
研
究
」
(
『
支
那
仏
教
の
研
究
第
二
』
名
著
普
及
会
、
一
九
七

九
覆
刻
)
や
、
柳
田
蛮
山
氏
「
初
期
禅
宗
史
書
の
研
究
』
(
法
蔵
館
、
一

九
六
七
)
が
あ
る
。

(2)

た
だ
し
、
既
に
中
嶋
隆
誠
氏
が
、
本
書
は
伝
記
の
形
で
神
思
想
を
述

べ
た
も
の
で
あ
り
、
真
実
は
言
語
を
離
れ
て
い
る
と
い
う
思
想
を
根

底
に
置
い
て
、
逮
摩
の
教
え
が
表
面
的
に
は
発
展
し
て
い
る
が
実
際

に
は
堕
落
し
て
い
る
と
と
を
述
べ
、
世
俗
化
か
ら
の
復
帰
を
求
め
る

も
の
で
あ
る
と
、
注
意
を
喚
起
さ
れ
て
い
る
(
東
北
大
学
文
学
部
で
の

一
九
九
五
年
度
中
国
哲
学
特
殊
講
義
「
唐
代
禅
思
想
の
研
究
」
)
。

(3)

伊
藤
晶
氏
「
『
観
心
論
』
神
秀
著
作
説
の
再
検
討
」
(
『
集
刊
東
洋
学
』

八
O
、
一
九
九
八
)
注
幻
。

(4)

「
伝
法
宝
紀
並
序
」
(
矢
吹
慶
輝
『
鳴
沙
余
韻
解
説
』
岩
波
書
庖
、

九
三
三
)
を
京
協
問
。

(5)

「
玄
」
底
本
は
「
元
」
。
以
下
、
『
全
唐
文
』
の
引
用
で
避
詩
字
と
見

な
し
た
も
の
は
、
注
記
な
し
で
改
め
る
。

(
6
)

『
出
三
蔵
記
集
』
巻
第
十
一
一
(
大
正
蔵
五
五
、
八
七
中
、
八
八
下
、
八

九
下
)
参
照
。

(
7
)

底
本
、
「
然
」
下
に
「
後
」
字
あ
り
。

P
二
六
三
回
(
「
敦
抽
出
宝
蔵
」

二
言
一
)
に
従
っ
て
省
く
。

(8)

「拭」、

P
二
六
三
四
、
楊
氏
校
本
に
よ
っ
て
補
う
。

(
9
)

前
掲
中
嶋
氏
講
義
で
も
、
『
伝
法
宝
紀
」
の
伝
記
部
分
に
祖
師
の
言

葉
が
収
録
さ
れ
な
い
の
は
、
杜
脳
の
言
語
否
定
の
思
想
に
基
づ
く
と

の
指
摘
が
あ
っ
た
。
前
掲
伊
藤
氏
論
文
も
、
恐
ら
く
は
中
嶋
氏
講
義
を

参
考
に
し
、
「
伝
法
宝
紀
」
の
祖
師
伝
は
、
「
真
実
は
言
葉
に
依
ら
な
い

と
す
る
杜
拙
の
考
え
に
よ
る
も
の
か
ら
か
、
事
跡
の
記
述
を
中
心
と

す
る
も
の
」
(
=
二
頁
)
と
言
う
。
拙
稿
は
、
編
纂
方
針
と
し
て
杜
脳

自
身
が
そ
れ
を
明
言
し
て
い
る
こ
と
に
意
を
払
っ
て
い
る
。

(
叩
)
「
詔
」
、
底
本
は
「
照
」
に
作
る
が
、
意
が
通
じ
難
い
。
姑
ら
く
、
同

音
に
よ
る
誤
り
と
見
て
改
む
。
「
照
」
と
「
詔
」
は
、
『
広
韻
』
で
は
共

に
去
声
三
十
五
「
笑
」
、
之
少
の
切
。

(
日
)
「
序
」
の
冒
頭
に
は
、
「
我
が
真
実
法
身
」
と
あ
っ
た
。

(
ロ
)
道
信
条
に
、
「
善
伏
府
支
根
機
、
覚
未
堪
聞
大
道
」
(
三
八

O
)
と
あ

り
。
こ
こ
の
「
堪
」
も
、
上
に
「
未
」
や
「
不
」
な
ど
を
脱
し
て
い
る

か
も
知
れ
な
い
。

(
口
)
沖
本
克
巳
氏
『
禅
思
想
形
成
史
の
研
究
』
(
国
際
禅
学
研
究
所
『
研

究
報
告
』
第
五
冊
、
一
九
九
七
)
第
二
章
第
一
節
、
注
三
十
三
も
同
様

の
見
解
。

(U)

底
本
、
「
疲
」
。
こ
こ
で
全
体
と
し
て
言
い
た
い
こ
と
は
、
柳
田
氏
の



指
摘
す
る
よ
う
に
、
『
後
漢
書
』
朱
浮
伝
や
『
文
選
』
巻
四
十
一
の
朱

浮
の
言
葉
と
同
様
だ
ろ
う
(
『
初
期
の
禅
史
I
』
四
二
三
頁
)
。
が
、
『
後

漢
書
』
や
『
文
選
』
は
「
此
猶
河
演
之
人
、
捧
土
以
塞
孟
津
」
で
あ
っ

て
、
「
王
屋
」
が
見
え
な
い
。
さ
て
、
『
列
子
』
湯
閑
篇
に
は
、
愚
公
が

「
太
形
・
玉
屋
の
二
山
」
の
土
石
を
取
り
除
い
て
平
坦
に
し
よ
う
と
す

る
説
話
が
見
え
る
が
、
そ
こ
で
愚
公
を
あ
ざ
笑
う
の
が
「
河
曲
の
智

史
」
な
る
人
物
で
あ
る
。
今
、
社
脳
の
中
で
二
つ
の
出
典
が
合
探
ま
た

は
混
同
さ
れ
て
い
る
と
考
え
、
「
疲
」
を
「
智
」
に
改
め
た
。
し
か
し
、

P
一
ニ
五
五
九
(
『
敦
抽
出
宝
蔵
』
一
一
一
九
。
本
書
は
、

P
三
五
五
九
を
P

三
六
六
回
に
つ
な
げ
て
出
だ
す
)
で
は
、
「
欲
」
の
上
に
一
字
な
い
し

ニ
字
分
の
不
明
な
文
字
(
「
慾
」
「
慮
」
「
傑
」
、
ま
た
「
倫
心
」
な
ど
に

見
え
る
)
が
あ
り
、
な
お
検
討
す
べ
き
部
分
で
は
あ
る
。

(
江
川
)
「
帰
」
字
、

P
三
五
五
九
、
及
び
大
正
蔵
本
で
は
「
演
」
に
作
る
。
今

は
柳
田
氏
、
楊
氏
の
整
理
案
に
従
っ
て
「
帰
」
と
し
た
。
が
、
「
抽
出
浪

荘
」
で
も
「
台
無
し
に
な
り
、
で
た
ら
め
と
な
る
」
の
如
く
に
通
じ
な

い
こ
と
も
な
く
、
問
題
を
残
す
。
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